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1.1 イスカンダル地域の概要 

 
マレーシア・イスカンダル開発地域は、マレーシア・ジョホール州南部、マレー半島の

南端に位置し、人口は約140万人、クアラルンプール地域に次ぐ第二の経済都市圏である。

イスカンダル地域は 2006年 7月 30日に経済特区に指定され、総合的な地域開発事業が行

われてきた。その広さはジョホール・バル市（ヌサジャヤ（Nusajaya）に建設された新行

政資本とともに、ポンティアン（Pontian）、セナイ（Senai）、パシグダン（Pasir Gudang）

の町から構成される）を含む、2217 平方キロメートルのエリアに渡る。全地域は異なる役

割を持つ５つのフラッグシップに分けられている（中央ビジネスディストリクト、教育ハ

ブ、ハイテク製造業エリアなど）。 

イスカンダル地域の GDP は、2005 年時点で約 200 億 US ドルであった。これはジョホー

ル州全体の GDP（334億 USドル）の 60％を占める。イスカンダル・マレーシアにおける 2010

年の一人当たりの GDP は、10,757 USドルである。なお、イスカンダル地域は、「第 9次マ

レーシア計画（2006 年～2010年）」で、影響力が大きい開発地域として選ばれた。 

 

1.2 マレーシア国政府の温室効果ガス排出削減方針 

  
マレーシア政府は COP15 にて、マレーシアの CO2 排出量を 2020 年において 2005 年

比 40％削減することを宣言している。2015 年 5 月に公表された「第 11 次マレーシア計画

（2016 年～2020 年）」では、上記目標を実現するため、グリーン成長戦略に関する枠組み

導入について言及した。マレーシア政府は、グリーン成長を実現するため、次の 4 つの主

要分野に注力するものとした。 
 

注力分野Ａ： グリーン成長を可能にする環境の強化 
注力分野 B： 持続可能な消費、生産概念の採用 
注力分野Ｃ： 現在そして、将来世代のための天然資源保護 
注力分野 D： 気候変動と自然災害に対する回復力の強化 
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1.3 温室効果ガス排出削減に向けたイスカンダル地域の取組と課題 

京都大学、国立環境研究所、岡山大学、マレーシア工科大学、イスカンダル地域開発庁

などからなる国際研究チームが、国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）および国際

協力機構（JICA）の支援を受け、イスカンダル地域を対象に 2010 年から活動を開始し、

2012 年 11 月に「マレーシア・イスカンダル開発地域における 2025 年に向けた低炭素社

会ブループリント（以下、ブループリント）」を公表した。 
ブループリントは、同地域を低炭素地域へ転換させる低炭素社会計画であり、温室効果

ガス排出量削減目標として、2025 年に、現状のまま推移した場合（BaU：Business as Usual）
に比べて 40％（排出強度では 2005 年比 56%）とし、交通システム、建築（グリーンビル

ディング）、エネルギーシステム、廃棄物管理、産業プロセス、ガバナンス、大気汚染、都

市構造、教育などに関する１２の方策から構成されている。これは、マレーシア国全体で

計画している削減量の１割近くを占め、目標達成に向けて大きなインパクトを生むと予想

されている。 
なお、イスカンダル地域開発庁は、ブループリントの本格的実施に向けて、庁内に担当

セクションを設置し、計画遂行にあたって必要となる詳細設計を開始している。 
 
さらに、2013 年 11 月に、優先的に取り組む具体的施策として、“Actions For a Low 

Carbon Future”を策定しました。9 つの具体的な施策に加えて特別項目として、“グリー

ンで健康な都市を目指すパシグダン”が掲げられた。これは、イスカンダル開発区の二酸

化炭素排出量の 30％がパシグダン市より排出されており、ブループリントを着実に推進す

るにあたり、パシグダン市の低炭素化が必要不可欠であることに伴う。 
 

 

図表 イスカンダル地域・パシグダン市での計画 
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1.4 イスカンダル地域と北九州市の協力関係 

北九州市は、「平成 26 年度アジアの低炭素社会実現のための JCM 大規模案件形成可能

性調査事業」において、パシグダン市における工業団地の低炭素化を支援することを目的

に基礎調査を実施するとともに、パシグダン市との関係構築を図った。 
具体的には、パシグダン市等関係者との協議や工業団地内企業へのヒアリング等を実施

し、“グリーンで健康な都市を目指すパシグダン”の４つの重点プログラムを実現するため

の方向性を提案した。 
 

 
 

図表 パシグダン市の４つの重点プログラムを実現するための方向性 
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1.5 事業の目的と概要 

本事業では、JCM クレジット獲得を目指し、低炭素社会形成のためのノウハウを有する

北九州市が、マレーシア・イスカンダル地域と連携し、昨年度の調査成果を踏まえ、エネ

ルギー分野や廃棄物分野など、エネルギー起源 CO2 の排出削減ポテンシャルの大きい分

野を中心に、現地の制度運用も含めた仕組みを構築し、我が国技術の面的展開を図るため

の活動を実施する。 
 

 
 

図表 事業全体概要図 
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2.1 案件形成可能性調査の目的と実施体制 

2.1.1 事業の概要（目的と対象分野） 

 本事業調査は、「工業団地における排熱回収、熱電併給及び省エネ事業」として、CO2
排出量が多い工業団地を対象に、省エネ、排熱回収、熱電併給など、工場の現状を踏ま

えた需給両面からの対策を行い、CO2 排出量の削減とエネルギーコストの削減を両立す

る先進モデルの確立を目指すことを目的とした。 
 

 

図 1 本年度調査の実施内容 
2.1.2 適用技術と関連法制度 

適用技術 
 今回適用対象とする技術は、パシグダン市内にてヒアリング調査および省エネ診断を

行った結果から選択した。今回導入候補として選択された技術は、以下の通りである。 
表 1 

カテゴリー 施設 適用技術 
工場 石油化学工場 A 社 コジェネレーション 

エコノマイザー 
化学工場 B 社 冷却倉庫内コンプレッサー 

太陽光パネル 

STEP2 STEP3

モデル工場における
エネルギー診断及び
関連法制度の調査

省エネ対策、
エネルギー利用効率化
対策に関する検討

経済性に関する検討

STEP1

○各工場が既にエネルギー診断等を実施している場合
には、同既存調査結果を確認します。

○エネルギー診断を実施していない工場については、
事前に関連データの確認を行った上で、ウォークス
ルー調査等を実施します。

○ウォークスルー調査等の結果を踏まえ、工場の責任
者やエネルギー管理者(存在する場合）とディスカッ
ションを行い、可能性の高い省エネ対策の抽出、熱電
併給（コジェネレーション）システム導入の可能性及
び排熱回収の可能性等の評価を行います。

○さらに既存調査結果及び公開情報の調査、関連有識
者や規制当局者へのヒアリング調査を通じて関連法制
度を把握します。
●関連法制度としては、省エネ関連法制度に加え、

電力販売や蒸気販売に関する法制度の調査を想定して
います。

○日系のエンジニアリング会社、工場棟の制御システ
ム提供会社等と連携して、省エネ対策、エネルギー利
用効率化対策の具体的な内容を検討します。

○検討結果を踏まえ、各工場の責任者やエネルギー管
理者（存在する場合）とディスカッションを行い、実
現可能性の高い対策を検討します。

○また、各工場の責任者やエネルギー管理者（存在す
る場合）とディスカッションを踏まえ、各工場の現状
に合致したビジネスモデルの検討も行います。

○経済性検討の基礎データについては、日経のエンジ
ニアリング会社や工場等の制御システム提供会社等へ
の見積もり依頼等によりデータを取得します。

○また、マレーシア・イスカンダル地域における電力
料金等については、地元行政等への直接質問等により
確認します。それら基礎データをもとに、内部検討に
より経済性を評価します。

○経済性評価にあたっては、熱電併給設備の規模を複
数、選択肢として取り上げ、もっとも採算性の高い選
択肢を選定することを想定します。

○経済性評価に影響を与えるビジネスモデル（SPCを
設立した熱電併給ビジネスモデル、工場がEPC調達を
行う自家利用ビジネスモデル等）の検討もあわせて実
施します。
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関連法制度 
(a)マレーシア計画 
 マレーシアでは、マレーシア計画と称した 5 年に一度更新される中期経済開発計画が

存在する。国家政策の戦略や施策などを示す計画として位置付けられている。 
 このマレーシア計画の中で、国家政策戦略・施策の 1 つとして、エネルギー分野が扱

われている。第 10 次マレーシア計画（2011 年~2015 年）では、気候変動緩和策として、

「再生可能エネルギーへの投資を高めるインセンティブ形成」や「エネルギーの生産用

途を促進するエネルギー効率促進」といったエネルギー効率や再生可能エネルギーの促

進を示している。第 10 次マレーシア計画では 2015 年までに、国内全体のエネルギー発

電量の 5.5%となる再生可能エネルギー発電量、985MW の達成を目標値として設定 1し

ている。また再生可能エネルギー促進支援の 1 つとして電気料金を 1%値上げし、固定

買取価格制度の財源確保に充当するなどの対策を講じることも示している 2。さらには、

再生可能エネルギー基金を設立し、エネルギー・環境技術・水資源省（KeTTHA）の下

部組織である持続可能エネルギー開発庁（SEDA）が再生可能エネルギー促進に関する

管理・運営を行っている。 
 この第 10 次マレーシア計画は 2015 年で終了となるため、新たに第 11 次マレーシア

計画（2016 年~2020 年）が 2015 年 5 月に発表された。2011 年に策定された再生可能

エネルギー法は再生可能エネルギーの固定買取価格制度の導入や、2009 年～2014 年ま

での再生可能エネルギー容量を 243MW まで拡大させた点、家電による電力消費抑制、

これらに伴う GHG 排出量削減などの第 10 次マレーシア計画の成果を受け、第 11 次マ

レーシア計画では、エネルギー対策として「再生可能エネルギー率の拡大」や「需要管

理」を掲げている。風力や地熱、海洋エネルギーなど新たな再生可能エネルギー資源を

促進させ、2020 年までにマレー半島およびサバ州の全体のエネルギー発電量のうち

7.8%となる、2,080MW まで再生可能エネルギー発電量を拡大させることを目標値とし

ている 3。このような再生可能エネルギー資源の発掘や容量拡大に向けた取り組みは、

再生可能エネルギー産業への雇用促進や能力向上などにも貢献すると示している。また

再生可能エネルギー生成のさらなる促進させる正味エネルギー測定の実施やピーク時の

電力消費を抑制させ、ピークオフ時間に電力消費を促すなどの需要管理により、エネル

ギー効率や戦略的な資源保全などに貢献するとしている。 
 
(b)マレーシアにおけるエネルギー関連諸制度 

                                                   
1 各再生可能エネルギーに設定されている目標値は以下の通りである。バイオマス 330MW、バイオガス 100MW、

小水力 290MW、太陽光発電 65MW、廃棄物 200MW である（10th Malaysia Plan）。 
2 2011 年 9 月より電気料金の値上げは実施されている。 
3 各再生可能エネルギーに設定されている割合は以下の通りである。バイオマス38%、バイオガス12%、小水力24%、

太陽光発電 9%、廃棄物 17%（11th Malaysia Plan）。 
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 マレーシアでは、エネルギー分野に関する諸制度の策定が 1970 年代ころより進んで

いる。 
 

表 2 マレーシアにおけるエネルギー関連法律・政策・制度 
区分 策定年 法律・政策・制度名 概要 

法律 

1974 年 石油開発法 
●マレーシア国内の石油資源の調査と製造、資源管理

権限をすべての所有者に与える 
●1975 年、1981 年改訂 

1990 年 エネルギー供給法 ●2001 年改訂 

1993 年 ガス供給法 ●ガス供給者の利益保護 

2001 年 エネルギー委員会法 

●エネルギー供給規制とエネルギー供給法実施のため

に設立された委員会 
●再生可能エネルギー促進と非再生可能エネルギー資

源の保全を実施 

2011 年 再生可能エネルギー法 
●再生可能エネルギー生成の促進や関連事項に備える

ため、特殊関税システム（固定買取価格制度）の設立

と実施を支援 

2011 年 
持続可能なエネルギー 

開発権限法 
●SEDA の設立支援や SEDA の役割や権限、関連事項

を提示 

政策 

1975 年 国家石油政策 ●マレーシア国の経済開発に必要なニーズ達成を目指

し、石油・ガス産業に対して規制する 

1979 年 国家エネルギー政策 

●エネルギー供給、利用、環境の 3 つの観点から定め

た方針に基づき、エネルギー分野の各種政策を実施す

るもの 
●【供給者サイド】国内外からの供給源の多様化や費

用削減にむけ、国内で有する非再生・再生可能エネル

ギー資源の開発や安全で効率的なエネルギー供給を確

保する 
●【利用者サイド】効率的なエネルギー利用を促進し、

無駄で非生産的なエネルギー利用を削減する 
●【環境関連】エネルギー生産や輸送、変換、利用、

消費などによる環境に与えるマイナスインパクトを最

小限にする 

2009 年 国家グリーン技術政策 
●マレーシア計画が掲げる目標達成に向け、環境に優

しいグリーン技術の普及とエネルギー消費を抑える 

制度 

1990 年 
エネルギーライセンス

供給規制 
――― 

1994 年 電力規制 ●2013 年改訂 
1997 年 ガス供給規制 ――― 

2005 年 
電気機器ラベリングプ

ログラム 
●家電を中心とした任意のラベル制度 
●対象家電：冷蔵庫、エアコン、テレビ、モーター、

照明、空調、扇風機、産業用モーター等 
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●2011 年より冷蔵庫および空調機器、扇風機はラベル

が義務化 

2008 年 
電気エネルギー効率的

マネジメント規制 
●大口需要家の電力使用の効率化の取組を規定 
●省エネおよび電力利用の管理効率改善を目指す 

2009 年 
グリーンビルディング

認証制度 
●建物の環境性能に応じ、認証を実施 
●評価項目：省エネ性能、室内環境品質、持続可能な

計画管理、素材・資源、水効率、イノベーション 

2010 年 
グリーン技術融資 

スキーム 
●環境に優しいグリーン技術の提供や、グリーン技術

を利用する企業を対象とした低金利融資制度 
●2010 年~2015 年までのスキーム 

2011 年 
セーブ・プログラム 
（高効率エネルギー 
機器購入助成制度） 

●高効率エネルギー機器の販売促進 
●対象機器を購入する消費者に対して助成金を給付 

 
2012 年 

ESCO 事業者認定制度 ●ESCO 事業者の認定基準をガイドライン化したもの 
●1 年間の有効期限 

計画 
2009 年 

国家再生可能 
エネルギー政策及び 

行動計画 

●国内のエネルギー安全保障や持続可能な経済社会の

発展に寄与する国内再生可能エネルギー資源の活用促

進 
●2010 年 4 月に承認 

2010 年 
国家省エネマスター 

プラン 
●2015年までに石油換算で4,000キロトンの省エネ量

（累計分）達成を目指す 
出典：SEDA (Sustainable Energy Development Authority Malaysia) Website、「平成 25 年度アジア域内の知識経

済化のための IT 活用等支援事業（グリーン IT の推進）報告書」に基づき作成 

 
(c)イスカンダル開発計画 
 イスカンダル開発計画とは、マレーシアが 2006 年に発表した第 9 次 5 ヵ年計画にお

いて、ジョホールバル市を中心とする 2,217km2 の重点開発計画である。この開発計画

では、6 つのサービス産業、3 つの製造業を重点分野としている。 
 

表 3 イスカンダル開発計画における重点分野 
サービス産業 製造業 

教育 金融 電気・電子 
ヘルスケア 情報通信技術及びクリエイティブ産業 油脂・石油化学 
物流 観光 食品・農産物加工 

 
 イスカンダル開発計画におけるイスカンダル地域では、5 つの地区に分けられ、各地

区では各分野に特化した開発が行われている。 
 

表 4 イスカンダル地域に拠点を置く地区及び開発分野 
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地区名 区域番号 開発重点分野 
ジョホールバル都市部 A 地区 国際貿易、金融センター、サービスセンター 
 
ヌサジャヤ地区 

 
B 地区 

海外大学の誘致、テーマパークなどのエンター

テイメント・医療観光などのサービス産業、州

政府機能 
タンジュン・ペラパス

港周辺区 
C 地区 物流拠点、自由貿易区域、石油備蓄港 

パシグダン港周辺区 D 地区 電気・化学・油脂化学製品の製造業、石油化学

備蓄港 
セナイ空港周辺区 E 地区 物流拠点、ハイテク産業・宇宙関連産業、商業

施設、サイバーシティ 
 

2.1.3 実施体制 

 本事業の調査実施体制を以下に示す。 

 

図 2 事業実施体制 
 

「モデル工場におけるエネルギー診断及び関連法制度の調査」及び「CO2 排出削減量

の定量化手法に関する検討」は、NTT データ経営研究所が調査を行った。「省エネ対策、

NTTデータ経営研究所
【実施内容】

• モデル工場における排熱回収・コジェネレーション
調査および検討

• 他工場の省エネ診断、対策提案
• CO2排出削減量の定量化手法の提案

機器メーカ
【実施内容】
• 機器データの照会

富士電機
【実施内容】

• 診断結果に基づく省エネ設備等の概念設
計と施設コスト等の積算



 2－6 

エネルギー利用効率化対策に関する検討」及び「経済性に関する検討」については、エ

ンジニアリング会社や制御会社等と連携し事業を行った。 
 このような現地調査結果は、北九州市に定期的に報告し、適宜アドバイスを得ながら、

パシグダン市の低炭素化プロジェクトの面的拡大のための基盤構築にむけたさらなる調

査を実施した。 
 

 

2.1.4 調査方法・スケジュール 

調査方法 
 調査方法としては、以下のような項目に沿って実施した。 

 

 

図 3 調査方法 

 

調査スケジュール 

本事業の実施スケジュールは以下の通りである。 
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具体的には、現地会議 3 回、国内会議 2 回をベースに現地調査を計 5 回行った。工業

団地内の工場において、省エネ診断等を行い、省エネ対策を検討する省エネニーズ調査

（計 4 回）、CO2 排出削減量の定量化手法に関する検討、報告書作成を行った。 
 

  

2.2 案件形成可能性調査結果 

2.2.1 現地調査のまとめ 

本事業実施にあたり、パシグダン市内の工場団地に立地する日系企業を中心にヒアリ

ング調査を実施した。ヒアリング調査対象は以下のとおりである。 
 

表 6 現地調査結果 
企

業 
1 回目ヒアリング調査結果(2015 年 6 月 1 日~4 日) 

 
化

学

工

場

A
社 

【訪問目的】 
●JCM 事業の紹介ならびに省エネ可能性調査 
 
【ヒアリング結果】 
●2008 年に建設、2009 年に稼働したばかりの界面活性剤を製造する会社である。 
●稼働して日が浅いこともあり、現時点では省エネ機器の更新タイミングではない。 
●コスト削減を目的とした省エネ対策は行っている（機械の電源制御など）。 

活動項目 2015年 2016年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ 国内会議（2回程度、於：北九州） ☆ ☆

○ 現地ワークショップ（2回程度） ☆

1. モデル工場におけるエネルギー診断
及び関連法制度の調査

2. 省エネ対策、エネルギー利用効率化
対策に関する検討

3. 経済性に関する検討

4. CO2排出削減の定量化手法に
関する検討

○ 報告書の作成 ☆ ☆ ☆

○ 現地調査 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

省エネ診断等の実施

省エネ関連法制度の調査

省エネ対策、排熱回収利用、
分散型電源導入の具体的な内容の検

討

工場、関係者との協議、対策の修正、
ビジネスモデルの検討

第1回（中間報告打ち合わせ） 第2回（最終報告打ち合わせ）

キックオフWS

経済性評価のための
基礎データ収集

経済性評価（シュミレー
ション等）及び協議

ビジネスモデルの検討
基本合意

ドラフト（10/30) 最終ドラフト
(2/5)

最終報告書
(3/4)

原単位等検討

省エネ対策、排熱回収利用、
分散型電源導入可能性の初期検討

電力販売、熱供給等の関連法制度の調査

専門機関ヒアリング
シナリオ検討

表 5 本事業の実施スケジュール 
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 ●省エネを目指した投資を行っているが、あまり効果が見られない。 
 

 
化

学

工

場

B
社 

【訪問目的】 
●JCM 事業の紹介ならびに省エネ可能性調査 
 
【ヒアリング結果】 
●約 30,500m2 ほどの敷地を有するエポキシ樹脂製造日系企業である。 
●エポキシ樹脂を製造する工程で、ボイラとエポキシ樹脂を冷凍させる冷却倉庫を使

用している。 
●全体的に年間のエネルギー消費量が多く、事務室照明やエアコンをこまめに消すな

ど日々の業務にて実践できる省エネ対策を講じているが、設備の更改等によるさらな

る省エネ対策により大幅な CO2 排出量削減効果が見込まれる。 
 

表６ 化学工場 B 社における事業化可能性のある設備 
想定される設備更改・

導入 
見込まれる効果 プロジェクト組成可能性 

冷却倉庫屋根への太陽

光パネル導入 
・遮熱効果 
・系統代替による

CO2 排出量削減 

・倉庫屋根が広く、太陽光パネルの

設置も検討したい。 

冷却倉庫内照明の LED
化 

・冷却倉庫内のさ

らなる省エネ化 
利用本数が少ないことから、省エネ

効果はあまり見込まれない。 
冷却倉庫のコンプレッ

サ更改 
・冷却倉庫内のさ

らなる省エネ化 
・冷却倉庫にある冷房設備（合計 14
台）のコストが大きいことが課題と

考えている。 
・更改時期が比較的近いコンプレッ

サ（5 台）があることから、プロジ

ェクト組成可能性は高い。 
ボイラの燃料転換（軽油

から天然ガス） 
・燃料転換による

CO2 排出量削減 
・ボイラを 2 台所有しており、その

うち 1 台は 24 時間 365 日稼働させ

ている。 
・ボイラの燃料転換（軽油から天然

ガス）を検討している。 
・課題としては、燃料転換にあたり、

政府から事前に承認を得る必要が

ある。 
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屋外に設置されている 
圧縮機 

冷却倉庫の内部 
（-8℃で管理） 

チラー 

 

 

 

エポキシ樹脂ペレット 樹種を袋に詰め、 
冷却倉庫で管理 

 

図３ 工場見学の様子 
 
石

油

化

学

工

場

A
社 

【訪問目的】 
JCM 事業の紹介ならびに省エネ可能性調査 
 
【ヒアリング結果】 
●スチレンモノマーを製造する日系企業。 
●製造する工程において、現在ボイラを 24 時間 365 日稼働させている。 
●ボイラを稼働させる上で、電力は 100%買電、ガス（天然ガス）も外部から調達し

ている。 
●過去にコジェネならびにエコノマイザー導入を検討したことがある。 

 
製

紙

工

場

A

【訪問目的】 
JCM 事業の紹介ならびに省エネ可能性調査 
 
【ヒアリング結果】 
●紙製バック製造会社である。 
●工場単位で CO2 削減量に向けた活動を行っている。 
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社 ●工場内に設置されている空調は 24 時間稼働しているため、消費電力は大きい 
●2009 年にオフィス改装を行い、併せてチラーを導入したことから省エネ対策はす

でに実施済みである。 
 
企

業 
2 回目ヒアリング調査結果(2015 年 7 月 1 日) 

 
 
石

油

化

学

工

場

A
社 

【訪問目的】  
コジェネレーションとエコノマイザー導入検討について 
 
【ヒアリング結果】 
ボイラ 
●既存ボイラをエコノマイザーに更改する場合、設備変更に 1 年以上かかるため、2
年後(2017 年)を見据えた形で更改に向けた準備を検討したい。 
●コジェネ導入と併せ、エコノマイザーとコジェネではどちらのメリットが高いの

か、社内的な検討が必要である。 
工場内照明 
●工場内では、防爆機能の蛍光灯を 400-500 個使用しており、防爆機能の LED 照明

に更改することによって省エネの可能性がある。 
 
企

業 
3 回目ヒアリング調査結果(2015 年 8 月 20 日~21 日) 

化

学

工

場

B
社 

【目的】 
ボイラの燃料転換、冷却倉庫内のコンプレッサ更改、太陽光パネル導入に関する検

討結果の共有 
 
【ヒアリング結果】 
ボイラ 
●ボイラの燃料転換について、早めの時期に燃料転換を希望しており、ガス会社と

の協議は終了。今後は見積もりなどの協議に進める予定である。 
太陽光パネル 
●冷却倉庫屋根への太陽光パネルの導入について、日本並みの耐震性を有する設計

であるため、屋根の耐荷量は問題ないと思われる。 
●倉庫屋根にはすでに遮熱塗料を塗っているが効果がみられない。太陽光パネルを

設置し、遮熱と発電の 2 つの効果を狙いたい。 
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冷却倉庫内のコンプレッサ 
●コンプレッサ製造メーカより、インバータ式コンプレッサの提案があった。より

具体的な提案ついては、次回の調査時に提供する。 
石

油

化

学

工

場

A
社 

【目的】 
コジェネレーションおよびエコノマイザー導入検討 
 
【ヒアリング結果】 
●蒸気発生量に合わせて、異なる規模のコジェネで経済性試算してほしい。 
●エコノマイザー製造メーカの発掘をお願いしたい。 
●工場内の防爆型 LED 照明について、A 社より日本製造メーカに依頼し、技術情報

などの提示を依頼することになった。導入に向けた検討を行う 
 
企

業 
4 回目ヒアリング調査結果(2015 年 10 月 27 日~29 日) 

化

学

工

場

B
社 

【目的】 
冷却倉庫内コンプレッサ、太陽光パネル導入に向けた検討ならびに省エネ可能性調

査 
 
【ヒアリング結果】 
●冷却倉庫内コンプレッサの更改ならびに太陽光パネル導入においては、初期投資

に対する投資回収年数が長期にわたる。 
●太陽光パネルについては、10 年以内に投資回収できるようにしたい。 
●社内におけるその他省エネの可能性のある設備については、改めて共有したい。 

石

油

化

学

工

場

C
社 

【目的】 
JCM 事業の紹介ならびに省エネ可能性調査 
 
【ヒアリング結果】 
●省エネ対策には関心があり、社内でもいくつか候補がある。 
●JCM 事業を実施するにあたっての詳細なスケジュールが知りたい。 

石

油

化

【目的】 
コジェネ、エコノマイザー、LED 照明導入に向けた検討 
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学

工

場

A
社 

【ヒアリング結果】 
●規模間の異なるコジェネにおける初期投資額や投資回収年数など検討結果を踏ま

え、社内で一度検討したい。 
●エコノマイザー導入についてはエンジニアリング会社との協議する機会を設けた

い。 
●LED 照明導入については、特殊な LED 照明と一般的な LED 照明の更改を予定し

ている。更改タイミング等も考慮した上で結論を出したい。 
 
企

業 
5 回目ヒアリング調査結果(2016 年 1 月 21 日~22 日) 

石

油

化

学

工

場

A
社 

【目的】 
コジェネ、エコノマイザー、導入に向けた検討 
 
【ヒアリング結果】 
●コジェネ導入に向けてより詳細な検討を実施するため、エンジニアリング業者を

交えた工場内のウォークスルー調査を実施した。 
●マレーシアの JCM 署名締結後すぐの事業化に向けた準備を引き続き実施してい

くことで合意した。 
化

学

工

場

B
社 

【目的】 
太陽光パネル導入に向けた検討ならびにその他の省エネ可能性調査 
 
【ヒアリング結果】 
●太陽光パネル導入に向けた経済性の検討を実施した。 
●社内におけるその他省エネの可能性のある設備について引き続き密に連携するこ

とで合意した。 
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ヒアリング調査の結果、すべての日系企業において、省エネに対する関心度は高いこと

が明らかとなった。中でも事業化の可能性が高い企業として、石油化学工場 A および化

学工場 B を対象に JCM 事業化に向けた検討を行った。  

化学工場 A 化学工場 B 石油化学工場 A 製紙工場 A

界面活性剤の製造 エポキシ樹脂の製造 スチレンモノマーの製造 紙製バッグの製造

低 高 高 低

• 現時点では、各
種省エネ設備の
更改タイミング
ではない。

• すでに省エネル
ギー化に向けた取
り組みを実施して
いるが、さらなる
省エネ化を検討し
て お り 、 JCM ス
キーム活用可能性
を検討中。

• 過去にコスト面を
理由に断念した省
エネプロジェクト
が あ り 、 JCM ス
キーム活用可能性
を検討中。

事業内容

プロジェクト
組成可能性

備考

• 工場として省エ
ネ目標を定めて
おり、空調設備
等に省エネの可
能性はあるが、
時期的に設備の
更改には至らな
い。

現地にて撮影

現地の様子

現地にて撮影現地にて撮影 現地にて撮影

図 4 パシグダン市内の工業団地に立地する企業へのヒアリング調査結果 
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2.2.2 温室効果ガス（特にエネルギー起源二酸化炭素）排出削減可能

性 

現時点で JCM 事業実現可能性のある 5 つの技術について、CO2 排出削減可能性の検

討を実施した。 
 

表 7 JCM 事業実現可能性のある技術 
施設 適用技術 
石油化学工場 A 社 コジェネレーションシステム 

エコノマイザー 
防爆型 LED 照明 

化学工場 B 社 コンプレッサ 
太陽光パネル 

 
（１）エコノマイザー 
 エコノマイザーは、ボイラからの廃熱を用いて給水を加温することで、ボイラで消費

する燃料の消費量を削減できる技術である。 
温室効果ガス削減量は以下のように推計される。 

[燃料消費削減量] ×[燃料の排出係数] 

 
（２）コジェネレーション 

本技術の導入により、コジェネレーションシステムによる発電量の分だけ、グリッド

からの買電量を削減することが可能になる。また、現在ボイラを使用して蒸気を発生さ

せているもののうち、全量もしくは一部をコジェネレーションシステムで代替すること

で、ボイラ燃焼による CO2発生量を削減することが可能になる。 

温室効果ガス削減量は以下のように推計される。 

 

[系統電力からの買電量] ×[マレーシアのグリッド排出係数]＋[ボイラの蒸気生成にか

かる燃料消費量]－[コジェネレーションシステム利用のための燃料消費量] 

 
現在、導入を検討しているコジェネレーションシステムの発電量から推計すると、プロ

ジェクト実施による年間ＣＯ２削減効果は下記の通りとなる。 

CO2 削減量 (概算)= 
約 30,000t CO2 ＋ 約 30,000t CO2 － 約 30,000t CO2  ＝ 約 30,000t CO2/年 
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（３）防爆型 LED 照明 
 既存の照明設備を LED に更改することで、省エネを実現するものである。工場名で

使用するため、誘爆を避けるための設計が施された防爆型の LED 照明の導入を検討し

た。 
設備更改による温室効果ガス削減量は以下のように推計される。 

LED 公開による省エネ効果（kWh/年）× マレーシアのグリッド排出係数 

 
Ａ社にて更改可能な照明の種類に応じて、それぞれの CO2 削減効果を算出し、下表に

整理した。 
表 8 省エネ型照明設備の種類とそれぞれの CO2 削減効果 

照明種類 年間 CO2 削減効果 
LED 26W x 2（2 灯用）  12.2 t-CO2/年 
LED 26W x 1（1 灯用） 24.6 t-CO2/年 
LED 27W 23.9 t-CO2/年 
LED 44W 17.99 t-CO2/年 
LED 33W 21.74 t-CO2/年 

 
（４）太陽光パネル 
 設備の導入により、太陽光パネルによる発電量の分だけ、グリッドからの買電量を削

減することが可能になる。太陽光パネルメーカの協力を得て、Ｂ社にパネルを導入した

際の年間発電量を試算した結果、年間 198,070kWh となった。 
 
上記年間発電量から見込まれる CO2 排出削減量は、年間約 147t-CO2/年である。 

 [年間発電量] ×[排出係数]=198,070 kWh/年 × 0.000741t-CO2 = 146.770t-CO2/年 

 
表 9 パラメータの設定内容 

パラメータ 数値 備考 
電力排出係数 0.000741 

t-CO2/kWh 
マレーシアにおける電力グリッドの排出係数 （マ

レーシアエネルギーセンター公表値） 
 
（５）コンプレッサ 
 本技術の導入により、機器更改による省エネ分だけ、系統からの買電量を削減するこ

とが可能になる。 

見込まれる温室効果ガス削減量は、以下のように計算される。 
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[省エネ効果]×[マレーシアのグリッド排出係数]  

空調機器メーカの試算の結果、Ｂ社の既存コンプレッサを全て省エネ型のものに更改し

た場合、年間 32,615kWh/年の省エネになることが明らかになった。 
表 10 既存設備と省エネ型設備の消費電力の比較ならびに省エネ効果 

コンプレッサ 年間電力消費量（kWh/年） 省エネ効果(kWh/年) 
既存設備 523,428kWh/年 - 

省エネ型設備 490,813kWh/年 32,615kWh 

 
以上から、コンプレッサ効果による省エネ効果は下記のように計算される。 

32,615kWh/年×0.000741t-CO2＝24.17t-CO2/年 

 

2.2.3 MRV 方法論とモニタリング体制 

（１）エコノマイザー 
エコノマイザーは廃熱回収技術の一種であることから、インドネシアにおいて承認済

みの方法論 ID_AM001“Power Generation by Waste Heat Recovery in Cement 
Industry”を参考に、以下のように MRV 方法論を検討した。 

 
1）適格性要件 

適格性要件としては、対象設備の特定、燃料、設備規模、等が考えられる。 
 
2）プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータ 
プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータとしては、燃料燃焼時の排

出係数が検討される。マレーシア政府、もしくは合同委員会（JC）が定める最新の排出

係数を利用することが考えられる。 
 
3）リファレンス排出量の設定と算定 
 リファレンス排出量は、蒸気発生に係る燃料消費量に、排出係数を乗じたものとなる。 
 
4）プロジェクト排出量の算定 
 ID_AM001 においては、プロジェクト排出量は 0 となる。排熱回収システムは、蒸気

生成のために熱源として排熱のみを使用し、化石燃料を使用しないためである。 
 
5）モニタリング手法の設定 
 エコノマイザー導入により、廃棄されていた熱を用いて、ボイラで消費する燃料の消
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費量を削減できることから、燃料消費量のモニタリングを行う。 
 
モニタリング体制 
 モニタリングは、現場のスタッフが中心となって行う。必要に応じてコンソーシアム

メンバーとなる日本企業がサポートする。スタッフが日常的なデータ収集に従事する。

管理職以上の担当者がデータの確認やモニタリング手続きに責任を負い、プロジェクト

計画、実行、モニタリング結果、報告については、工場の運営責任者が行うことを検討

している。 
 
（２）コジェネレーション 
①適格性要件 
適格性要件としては、対象設備の特定（ガスタービン、ガスエンジン）、燃料、設備規

模、コジェネレーションによって生成された電力や蒸気の消費先、対象設備の設置場所

等が考えられる。 
 
②プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータ 
 プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータとしては、電力排出係数、

リファレンスおよびプロジェクト設備の設定、燃料の特定などが必要と言える。電力排

出係数は、マレーシアが提示する最新の数値を活用する。 
 
③リファレンス排出量の設定と算定 
 リファレンス排出量の設定として、コジェネレーションを使用せず、ボイラーより蒸

気を供給することを定め、蒸気生成に必要となる燃料消費量と電力消費量を足すことで

算定できると考える。 
 
④プロジェクト排出量の算定 
 プロジェクト排出量は、コジェネレーションを稼働させ、蒸気生成に必要となる燃料

消費量および電力消費量を足すことで算定できると考える。 
 
⑤モニタリング手法の設定 
 モニタリング手法の設定としては、プロジェクト排出量に設定したボイラーの電力消

費量やグリッドからの購入電力量などが想定される。 
 
⑥モニタリング体制 
 必要に応じてコンソーシアムメンバーである日本企業が支援するが、モニタリングは、
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日常的にデータ収集を行うなど、現場スタッフが中心となり実施する。管理職以上の担

当者がデータ確認やモニタリング手続きの責任を担う。プロジェクト計画や実行、モニ

タリング結果、報告等については、企業の代表者が担当することを検討している。 
 
（２）LED 照明 
 マレーシアにおいて LED 照明に関する方法論はまだ確立されていない。インドネシ

アでは LED 照明の JCM 方法論として、ID_AM005 Installation of LED Lighting for 
Grocery Store が承認されている。適用対象は食糧品店ではあるが、マレーシアにおけ

る LED 照明の方法論開発にあたり参考になると考える。ID_AM005 を参考に今後の方

法論作成にあたっての考え方を示す。 
 
①適格性要件 
 ID_AM005 では以下のような適格性要件を定めている。 
 

表 11 ID_AM005 の適格性要件 
適格性要件 

要件 1 LED lighting is newly installed or installed to replace existing 
fluorescent lighting for grocery store whose selling area is less than 
400 (four hundred) m3. 

要件 2 The installed LED lighting is a straight type LED with color 
temperature between 5,000 and 6,500 K, length between 602.5 and 
1,513.0 mm, and luminous efficiency of more than120lm/W.  

要件 3 A measurement result of the illuminance (lux (lm/m2)) of the installed 
LED lighting which is equal or above the minimum value (300 lux) for 
illuminance of grocery store is obtained.  

要件 4 In the case of replacing existing fluorescent lighting with the project 
LED lighting, mercury contained in existing fluorescent lighting is not 
released to the environment. 

 
 要件 1 では方法論の適用対象である LED 照明の設置場所について、要件 2 では LED
照明のスペックについて、要件 3 では LED 照明の照度について、要件 4 では適切な既

存照明の管理について記載されている。本事業では、道路照明の LED 化についての検

討ではあるが、同様の要件を設定する必要がある。 
 本事業では、以下のような点を適格性要件として検討する。 
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① 既存の非効率な照明から、LED 照明へ更改、あるいは新規で LED 照明を導入するこ

と 
② リファレンスとなる照明は、マレーシア国内市場で販売されていること 
③ 導入した LED 照明により、消費電力量の削減が実現できること 
④ 導入した LED 照明により、CO2 排出量の削減が実現できること 
 
②プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータ 
 プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータとして、ID_AM005 では消

費電力の CO2 排出係数、導入・更改予定の LED 照明の光効率、リファレンスとなる既

存照明の光効率について定めている。 
 本事業では、CO2 排出係数に加え、電力消費量、LED 照明の定格出力、使用時間、

リファレンスならびに導入・更改予定の LED 照明の照明効率について定めることを想

定している。 
 電力の CO2 排出係数については、マレーシアの最新の排出係数を利用することが想

定される。リファレンスとなる既存照明の設定は、マレーシア国内の道路照明の現状を

理解した上で、一般的に使用されている照明を採用することが想定される。 
 
③リファレンス排出量の設定と算定 
 ID_AM005 ではリファレンス排出量は、導入・更改予定の LED 照明の電力消費量に

加え、プロジェクトならびにリファレンスとなる照明の光効率の比、電力の排出係数か

ら算出される。リファレンスとなる照明の光効率は、ID_AM005 においては、以下 3 点

に基づき、保守性を確保しているとしている。 
 
 インドネシアの場合、通常は蛍光灯が照明として使用されている 
 LED 照明の方が蛍光灯よりも効率がよいため、LED 照明の光効率をリファレンス効

率として採用する 
 現地で入手可能な LED 照明の中で最も効率的な LED 照明の効率をリファレンス効

率として設定する 
 
 しかしながら、光効率をモニタリングすることは困難である。このため、本事業では、

既存照明と導入・更改予定の LED 照明の照明効率の比に使用時間と定格出力、使用す

る LED 照明の個数、マレーシアの電力排出係数をかけることで、リファレンス排出量

を算出することを想定している。 
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④プロジェクト排出量の算定 
 ID_AM005 では、プロジェクトベースとなる LED 照明の消費電力量と電力排出係数

を乗じることで算定している。本事業でも同様の算定式を想定している。 
 
⑤モニタリング手法の設定 
 モニタリング手法の設定としては、ID_AM005 の場合、プロジェクトベースとなる照

明の電力消費量が設定されている。このデータは、分電盤に設置した計測器で継続的に

測定することが条件とされている。本事業の道路照明でも同様の方法での適用が可能で

ある。また導入・更改した LED 照明数が多ければ、サンプルを抽出した状態でのモニ

タリングも条件によっては可能になるのではないかと考える。 
 
⑥モニタリング体制 
 必要に応じてコンソーシアムメンバーである日本企業が支援するが、モニタリングは、

日常的にデータ収集を行うなど、石油化学工場 A 社自身が中心となり実施する。管理職

以上の担当者がデータ確認やモニタリング手続きの責任を担う。プロジェクト計画や実

行、モニタリング結果、報告等については、石油化学工場 A 社の代表者が行うことを検

討している。 
 
（３）太陽光パネル 
 太陽光パネル導入に関する方法論は、パラオの PW_AM001 Displacement of Grid and 

Captive Genset Electricity by a Small-scale Solar PV System がすでに承認されている。パラ

オの方法論では小規模システムに限定されているが、基本的な考え方は同じである。そ

のため、PW_AM001 に基づき、方法論作成にあたっての考え方について示す。 

 
①適格性要件 
 適格性要件は以下のように定められている。 
 

表 12 
適格性要件 

要件 1 The project installs solar PV system(s). 
 

要件 2 
The solar PV system is connected to the internal power grid of the project site 
and/or to the grid for displacing grid electricity and/or captive electricity at 
the project site. 
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要件 3 The PV modules have obtained a certification of design qualifications (IEC 
61215, IEC 61646 or IEC 62108) and safety qualification (IEC 61730-1 and 
IEC 61730-2). 

要件 4 The equipment to monitor output power of the solar PV system and 
irradiance is installed at the project site. 

 
 要件 1 では、太陽光発電システムを導入するプロジェクトであることが記載されてい

る。要件 2 では太陽光発電システムのグリッド接続について、要件 3 では導入予定の太

陽電池モジュールの設計認証取得の有無、要件 4 では、太陽光発電システムの出力モニ

タリングのための機器ならびに放射照度について、記載がなされている。 
 マレーシアにおいても同様の要件を設定する必要があると考える。 
 
②プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータ 
 プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータとしては、リファレンスと

なるグリッドと自家電力の CO2 排出係数である。PW_AM001 の場合、電源としてディ

ーゼル燃料を使用する 49%の発電効率に基づき算出されている。デフォルト値は、国内

で定める電力排出係数である 0.533tCO2/MWh と定めている。 
 マレーシアでも同様の条件を設定する必要がある。電力排出係数においては、マレー

シア国内で定められている最新の電力排出係数を活用することが想定される。 
 
③リファレンス排出量の設定と算定 
 リファレンス排出量は、プロジェクト設備となる太陽光発電システムによる発電量と

グリッドと自家電気のリファレンス CO2 排出係数を乗じて算定される。 
 
④プロジェクト排出量の算定 
 プロジェクト排出量は、0 として定めている。 
 
⑤モニタリング手法の設定 
 PW_AM001 では、プロジェクト設備となる PV システムによる発電量をモニタリン

グ手法の設定としている。 
 
⑥モニタリング体制 
 必要に応じてコンソーシアムメンバーである日本企業が支援するが、モニタリングは、

日常的にデータ収集を行うなど、現場スタッフが中心となり実施する。管理職以上の担
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当者がデータ確認やモニタリング手続きの責任を担う。プロジェクト計画や実行、モニ

タリング結果、報告等については、企業の代表者が担当することを検討している。 
 
（４）コンプレッサ 
①適格性要件 
 適格性要件としては、方法論の適用対象となる場所、技術、能力（キャパシティ）の

制限などが考えられる。本事業では、倉庫内の冷却コンプレッサを適用対象として限定

することが考えられる。技術については、本事業ではコンデンシングユニットの冷却コ

ンプレッサの採用を検討している。このことからコンデンシングユニットに限定するこ

とが考えられる。能力については、マレーシア国内に出回っている冷却コンプレッサを

調査し、リファレンス設備の効率を定めることができる範囲で設定することになると考

える。 
 その他要件としての検討項目は、方法論の適用対象となる冷却コンプレッサに関する

ベンチマークの設定や、定期的な確認に関する要件、オゾン破壊係数に関する要件につ

いても必要であると考える。 
 
②プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータ 
 プロジェクト登録申請までに事前に設定すべきパラメータとしては、電力排出係数や

リファレンスおよびプロジェクト設備の効率などが考えられる。プロジェクト設備の効

率については、カタログ値を採用することとするが、リファレンス設備の効率について

は、マレーシア国内で上位シェアメーカの製品効率を調査し、最もよい効率値をリファ

レンス設備の効率として採用することが考えられる。グリッドの排出係数は、マレーシ

ア国にて定める最新の数値を活用することを想定している。 
 
③リファレンス排出量の設定と算定 
 リファレンス排出量は、プロジェクト設備の電力消費量、プロジェクト設備とリファ

レンス設備の効率比、電力排出係数を乗じることで算定することを検討している。電力

排出係数は、マレーシア国内で定める最新の数値を採用することとする。 
 
④プロジェクト排出量の算定 
 プロジェクト排出量は、プロジェクト設備の電力消費量と電力排出係数から算定する

ことを検討している。 
 
⑤モニタリング手法の設定 
 モニタリング手法の設定としては、プロジェクト排出量に設定したコンプレッサの電
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力消費量やグリッドからの購入電力量などが想定される。 
 
⑥モニタリング体制 
 必要に応じてコンソーシアムメンバーである日本企業が支援するが、モニタリングは、

日常的にデータ収集を行うなど、現場スタッフが中心となり実施する。管理職以上の担

当者がデータ確認やモニタリング手続きの責任を担う。プロジェクト計画や実行、モニ

タリング結果、報告等については、企業の代表者が担当することを検討している。 

 

 

2.2.4 推定事業費と費用対効果 

（１）エコノマイザー 
 エンジニアリング会社の検討の結果、コジェネレーションからの廃熱を活用すること

で、エコノマイザーと同等の効果が得られることが明らかになったため、エコノマイザ

ー単体での導入は行わない。 
 
（２）コジェネレーション 
コジェネレーション導入時の参考価格として、150,000 円/1kW 出力という数値があ

る。今回は 5.2ＭＷ規模の設備の導入を検討していることから、初期投資額は下記のよ

うに計算できる。 

初期投資額(概算)＝5200kW × 15 万円 ＝ 7.8 億円 

 
コジェネレーションの耐用年数は 15 年であることから、コジェネレーション導入に

よるプロジェクト全体での CO2 削減効果は以下の通り。 

30,000t-CO2/年 × 15 年 ＝450,000t-CO2 

CO2 削減量を初期投資額で除することで費用対効果を算出する。 
CO2 削減効果は 1733.3 円/1tCO2。補助金 50％であれば、867 円/1tCO2 となる。 

 
（３）防爆型ＬＥＤ照明 
 防爆型ＬＥＤ照明導入時の参考価格として、照明の種類別に初期投資額を見積もった。

CO2 削減量を初期投資額で除することで費用対効果を算出し、下表に整理した。 
 

表 13 防爆型 LED 照明導入時の費用対効果 

防爆型 LED 照明 
初期投資額 
（1/2 補助事業費） 

費用対効果 
（事業期間（15 年）累計の費用対効果） 
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LED 26W x 2 
（2 灯用） 

903 万円（451 万円） 368,685.1 円/tCO2 
（24,677.4 円/tCO2） 

LED 26W x 1 
（1 灯用） 

745 万円（372 万円） 151,380.1 円/tCO2 
（10,095.3 円/tCO2） 

LED 27W 
615 万円（307 万円） 128,542.3 円/tCO2 

(8,585.9 円/tCO2) 

LED 44W 
875 万円（437 万円） 243,382.4 円/tCO2 

(16,222.8 円/tCO2) 

LED 33W 
526 万円（263 万円） 121,041.1 円/tCO2 

(8,067.2 円/tCO2) 
 
（４）太陽光パネル 
太陽光パネル導入時の参考価格として、初期投資額は約 6,067 万円と見積もった。CO2
削減量を初期投資額で除することで費用対効果を算出し、下表に整理した。 

表 14 太陽光パネル導入時の費用対効果 
 項目 CO2 削減効果 算定式 

太陽光パネル 

単年度での費用対

効果 
153.17 円/tCO2 補助金額÷1年間のCO2削

減量 
事業期間（15 年）

累計の費用対効果 
10.21 円/tCO2 補助金額÷（1 年間の CO2

削減量×15 年） 
 
 
（５）コンプレッサ 
コンプレッサ導入時の参考価格として、初期投資額は約 1,700 万円と見積もった。CO2
削減量を初期投資額で除することで費用対効果を算出し、下表に整理した。 
 

表 15 コンプレッサ導入時の費用対効果 
 項目 CO2 削減効果 算定式 

コンプレッサ 

単年度での費用対

効果 
364,872.4 円/tCO2 補助金額÷1年間のCO2削

減量 
事業期間（15 年）

累計の費用対効果 
24,325 円/tCO2 補助金額÷（1 年間の CO2

削減量×15 年） 
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2.2.5 副次的（コベネフィット）効果 

（１）コジェネレーションシステム導入による熱電併給 

 特に電力供給が不安定な地域においては、コジェネレーションシステムのような自家

発電システムを導入することで電力の安定供給を実施でき、生産性の向上にも寄与する。 

 

（２）太陽光パネル導入 

 倉庫やオフィス屋根への太陽光パネル導入により、遮熱効果が期待できる。これによ

り、倉庫やオフィス内で使用する空調を効率的に実施できる可能性がある。 

 

（３）空調、照明機器の更改 

省エネを実施することは、系統から購入する電力量の削減につながる。系統側の負荷

を減らすことによって、系統電力の電源として用いられている石炭火力発電からの煤塵、

SOx、NOx 等の大気汚染物質の排出削減を効果として見込むことが出来る。系統負荷の軽

減は、電力供給の安定化、停電率の減少も効果として見込むことが出来る。 

 

2.3 JCM 事業化に向けた検討 

 2016 年 3 月現在、マレーシア国との二国間クレジット制度の署名がなされていない

が、次年度以降、署名がなされたことを想定し、JCM 事業化に向けた検討を行った。 
 

2.3.1 事業化計画（実施体制、資金支援スキーム、事業化スケジュー

ル等） 

(a)石油化学工場 A 社 
 事業規模として、初期投資額は約 1 億 3,530 万円を見込んでいる。JCM 設備補助事

業の補助金活用を想定しており、事業化時の資金スキームは下図となる。 
 

 想定 してい

る実施 体制図

は下図 のとお

りであ る。 

環境省 国際コンソーシアム

JCM設備補助 (約 1,305.3百万円 )

CO2 クレジット

図 5 事業化時の資金支援スキーム（石油化学工場 A 社） 
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図 6 実施体制図（石油化学工場 A 社） 

 
(b)化学工場 B 社 

JCM 設備補助事業の補助金活用を想定しており、事業化時の資金スキームは下図を想

定している。 
 
 
 
 
 
 

 想定している実施体制図は下図のとおりである。 

 
図 8 実施体制図（石油化学工場Ｂ社） 

 
 

2.3.2 事業化にあたっての課題 

マレーシアが JCM 未署名国であることが課題である。JCM のスキームとして事業化

環境省 国際コンソーシアム

JCM設備補助 (約 80百万円 )

CO2 クレジット

図 7 事業化時の資金支援スキーム（化学工場 B 社） 
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できそうな案件があっても、他国よりは事業活動が制約される状況にある。二国間の動

向を注視しながら、署名が締結された後すぐにプロジェクト実施に向けた活動を開始で

きるよう、個別に企業との調整を進める必要がある。 

 

2.3.3 今後のスケジュール 

2016 年 3 月時点ではマレーシアは JCM 未署名国であることから、引き続き、署名締

結後にプロジェクト組成できるよう準備を進めていく。特に、A 社においては、コジェ

ネレーション導入に向けて、より具体的な設計のための FS を実施する必要があること

から、今後も継続して案件発掘や形成に向けた活動を実施する。 



  
 

第３章 

廃棄物分野 

「産業廃棄物リサイクル及び一般廃棄物発電事業」 
 

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 
アミタ株式会社 
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3.1 案件形成可能性調査の目的と実施体制 

3.1.1 事業の概要（目的と対象分野） 

これまでの予備調査により、パシグダン市は以下のような様々な課題を抱えているこ

とを確認している。 

 

① 今後も人口は増加傾向にあり、発生する廃棄物量も増加し続ける見込みであるこ

と。また、一部では分別回収を実施しているが、住民への周知が充分でなく成果

がでていない 

② 現在のタンジュン・ランサット埋立処分場は 2016 年までしか使用できず、次期

処分場の場所が決まっていない。また、埋立処分場からはメタンガス等が発生し

ており、浸出水処理も必ずしも十分には行われていない  

③ 2つの工業団地を抱え、産業廃棄物の排出量も多いこと。また、日本国内ではリ

サイクルされている産業廃棄物が技術不足のため、リサイクルされず、埋立処分

されている状況にある 

 

なお、一部に反対意見はあるものの、クアラルンプール、ジョホールバル、マラッカ

にて廃棄物焼却・発電施設導入に向けた検討が行われている。 

 

以上の点を踏まえ、本年度の事業では、市民由来の一般廃棄物と企業由来の産業廃棄

物のそれぞれについて、分別やリサイクルを徹底するとともに、有効利用が難しい廃棄

物については廃棄物発電や産業廃棄物の原燃料化を行うなど、JCM の適用を視野に入れ

た持続可能な廃棄物管理の実現に向けたモデル的な活動を推進する。 

具体的には、次頁の図表に示すとおり、市民由来の一般廃棄物については、マレーシ

アで取り組みが始まった分別を徹底し、有価物はリユース・リサイクル、生ごみには堆

肥化、有効利用が難しい廃棄物については燃料化して廃棄物発電を行うことを想定して

いる。一方、産業廃棄物については、有害廃棄物を含め原燃料化可能な廃棄物は原燃料

化を進めることを想定している。なお、電気電子機器廃棄物のように別規制で管理され

る可能性のある廃棄物については、法制度に則ってリユース・リサイクルの後、適正処

理を行う。 

 

事業の具現化により、CO2 排出量の削減の実現及び最終処分場の逼迫や最終処分場か

らの環境汚染を回避することが可能となる。 
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図表 持続可能な廃棄物管理システムモデル（概要図） 

 
3.1.2 適用技術と関連法制度 

適用技術 
（１）一般廃棄物発電事業 

本事業では、ストーカー式の焼却炉の導入を想定している。一般的にストーカー式焼

却炉は年間 300～330 日の連続運転が可能である。なお、ボイラの高温高圧化、過熱器の

材質を変える、(燃焼)空気比低減、排ガス温度低減、タービン排気低減などの取組によ

り、施設による発電効率 25－28%を実現することを想定している。 

 

 
 

図表 廃棄物発電施設参考全体フロー図 
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（２）産業廃棄物リサイクル事業 

 

本事業では産業系廃棄物（固形）からセメント製造工場向けの代替原料を製造する技

術を用いることで、単純焼却、単純埋立される廃棄物を減らすことで廃棄物の 3R 促進

を図り、マレーシア国における廃棄物の不適正処理による環境負荷低減と循環型社会形

成に寄与する。下記に本事業の事業概略図を示す。 

 

 
図表 事業概略図 

 

 

具体的には、製造工場から排出される固形の産業系廃棄物を原料として独自の混合技

術によりセメント製造工場向けの固形代替原料（Alternative Raw Material：以下、ARM）

を製造する技術を活用する。ARM は粘土原料の代替であり主成分は、SiO2と Al2O3で

ある。本事業にて目指す廃棄物処理の流れを下図に示す。 

 



 3－4 

 

 

図表 固形代替燃料製造技術活用にて目指す廃棄物の流れ 

 

関連法制度 

 
都市ごみは 2007 年に制定された「固形廃棄物・公共清掃管理法（2007年第 672号）」

（以下管理法）によって管理されている。管理法では、それまで地方自治体の役割であ

った都市ゴミの収集及び処分を中央政府の管理下におくことが定められた。施行は 2011 
年 9 月である。なおペナン、スランゴール、クランタンの各県はこの法律の枠組みに参

加せず、独自で固体廃棄物処理サービスを提供している。 
指定廃棄物に関しては、1974 年環境基準法に基づき「指定廃棄物（Scheduled Waste）

に関する環境規則」（1989 年制定、2005 年改訂）（以下、2005 年環境規則）において、

特別な管理が必要となる廃棄物が定められている。 
 
  

1

排出事業者

現状の廃棄物処理の主な流れ
焼却処理

埋立処理

不法投棄

産業廃棄物の発生

ダイオキシン等による大気汚染
ＣＯ2排出による温暖化促進

残余年数の限界
臭気、水質汚染等の不衛生管理

水質汚濁、大気汚染、汚職拡
大、地域住民の被害拡大

排出事業者 産業廃棄物の発生 合弁リサイクル会社
マレーシア製造所

生態系の破壊、資源の浪費
企業の事業リスク増大、環境汚染

１００％リサイクル
資源の有効利用

企業の事業リスクの低減

環境負荷低減、生態系の維持
住民の健康保護、汚職抑制

目指すべき廃棄物処理の流れ

リサイクル機能の欠如による環境被害

生態系の保護、資源の利活用、
企業の事業リスク低減、環境保護の実現

環境負荷の拡大

環境負荷の低減
３Ｒ促進による環境負荷低減

回収業者
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3.1.3 実施体制 

実施体制を以下図表に示す。北九州市とイスカンダル開発公社（IRDA）及びパシグダ

ン市等の行政による支援を背景に、産業廃棄物リサイクル事業は日本にて産業廃棄物の

原燃料化事業等を展開しているアミタ株式会社がパシグダン工業団地にて稼働している

企業や地元廃棄物処理企業との連携により、また、一般廃棄物発電事業は日本のエンジ

ニアリング企業及び固形廃棄物管理公社（SWCorp）等と連携しながら検討を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 調査実施体制図 

 
  

パシグダン市北九州市

北九州・パシグダン連携体制

NTTデータ経
営研究所

公益財団法人地球環境戦略研究所
北九州アーバンセンター（IGES）

アミタ

○産業廃棄物リサイクル
事業に関する活動

○一般廃棄物発電事
業に関する活動

○CO2排出削減量定
量化のための活動

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社
（新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等）

パシグダン市ﾀｳﾝｻｰﾋﾞｽ課

現地企業
○出光ｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ社
○コアパックス社
○セメント工場 等

○関連機関の紹介
○関連施策の実施

SWCorp（固形廃棄物管理公社）

IRDA（ｲｽｶﾝﾀﾞﾙ開発公社）
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3.1.4 調査方法・スケジュール 

（１） 調査方法 
 
調査方法を以下に示す。4 つの活動項目について、基本的には文献調査及び事業者等

へのヒアリング調査、現地踏査にて調査を進める。 

 
活動項目 手法・手段 

１．廃棄物発生状況

の詳細調査及び関

連法制度の確認 

○既存文献を用いた一般廃棄物及び産業廃棄物の発生状況やそれらの

性状等の整理 

○一般廃棄物：実際に廃棄物を収集運搬する事業者や処理処分等を行

っている施設（最終処分場、等）へのヒアリング等、さらにはサンプリング

によるごみ質分析を通じて廃棄物の発生量や性状等を把握するととも

に、想定事業への参画意向等を把握 

○産業廃棄物：排出事業者への直接ヒアリング調査及びサンプル採取・

製造分析等を通じて、産業廃棄物の発生状況や質、想定事業への参

画意向の把握 

○既存調査結果及び公開情報の調査、関連有識者や規制当局者へのヒ

アリングや調査を通じた関連法制度の把握 

２．リサイクル（原燃料

化）施設及び廃棄

物発電施設に関す

る検討 

○原燃料化施設については、１．の調査結果をもとに内部検討を実施。原

燃料におけるバイオマス比率向上に向けて、パシグダン市内等で回収

原燃料化可能なバイオマス系廃棄物の回収可能量、原燃料への配合

可能性等についても検討 

○廃棄物発電施設については、１．の調査結果をもとに国内のエンジニア

リング会社にて望ましい施設の種類、規模、必要な設置面積等を検討 

○検討結果を踏まえ、地元行政等と連携して施設の設置場所等の検討を

実施 

３．経済性に関する検

討 

○上記１．及び２．を踏まえ、経済性（事業採算性）に関して検討 

○マレーシア・イスカンダル地域における電力料金等については、地元行

政等への直接質問等により確認 

４．CO2 排出削減量

の定量化手法に関

する検討 

○JCM の適用を視野に入れ、産業廃棄物の原燃料化事業と一般廃棄物

の廃棄物発電事業のそれぞれについて、レファレンスシナリオとプロジ

ェクトシナリオの検討を行い、CO2 排出量の算定を行うための原単位の

検討、モニタリング項目の検討等を実施 

○検討に当たっては、既に検討が進められている類似事業がある場合、

同事業の検討成果を参照 

○処理対象となる廃棄物中のバイオマス比率及び廃棄物の輸送に関連

する CO2 排出量に配慮 
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（２）実施スケジュール 

 

実施スケジュールを下表に示す。2016 年 2月の最終報告書提出に向けて各活動項目を

実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 案件形成可能性調査結果 

3.2.1 現地調査のまとめ 

廃棄物の発生・性状等 

（１）一般廃棄物 

①廃棄物の発生量及び組成 

マレーシア全体で排出される家庭ごみの量は約 33,000トン／日であり、そのうちジョ

ホール市全体では約 4,000 トン／日、パシグダン市では約 150トン／日の家庭ごみが排

出されている。ジョホール州における家庭ごみの排出原単位は、1996 年では都市部で

1.2kg/1 人当たり・日、地方で 0.5kg/1人当たり・日であったものが、2000年には都市

部で 1.8kg/1人当たり・日、地方で 1.1kg/1人当たり・日と急増した。2010 年時点にお

いても 2000 年と変わらない排出原単位となっている。 

なお、2015 年 9月 1日から分別収集をスタートさせている。固形廃棄物・公共清掃管

理法（Act672）にもとづく対応で、リサイクルできるごみ（プラスチック、紙、金属、

ゴム等）とできないその他ごみに分別する。リサイクル可能なごみは、色の異なる回収

袋を用いてさらに細分類化して分別回収しており、具体的には、青色のごみ袋は紙、緑

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

２．リサイクル（原燃料化）施設及び廃
棄物発電施設に関する検討

３．経済性に関する検討

４．CO2排出削減量の定量化手法に関
する検討

報告書の作成

現地調査

活動項目
2015年 2016年

１．廃棄物発生状況の詳細調査及び関
連法制度の確認

☆ ☆ ☆

施設等の具体的な内容に関

する検討

☆ ☆

☆（ドラフト） ☆（最終ドラフト）

☆（最終報告書）

廃棄物発生状況調査（一般・産業

廃棄物、サンプル調査等）

廃棄物関連法制度の調査

☆

想定事業への参画可能

性に関する協議

関係者との協議、施設等の内

容の再検討、ビジネスモデル

シナリオ検討 原単位等検討 専門機関ヒアリング

発電関連法制度調査

経済性評価のため

の基礎データ収集

経済性評価（シミュレー

ション等）及び協議

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ検討

基本合意
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色のごみ袋は金属、黄色のごみ袋はプラスチック、というように分別する。 

分別に協力しない場合の罰則規定に関しては、2016年 5月末までは罰則は適用されず、

遵守されない場合には注意勧告文書を出すことになっている。2016 年 6月 1日からは遵

守しない場合 1,000リンギの罰則が適用される。 

ごみ質の性状は、ジョホール市等から発生するごみに関して 2014 年 11 月及び 2015

年 11月に固形廃棄物管理公社（SWCorp）がシーロン（Seelong）最終処分場にて実施し

たごみの組成分析結果（組成割合）を下表に示す。生ごみが全体の 3割前後、プラスチ

ック類が全体の 15～20％程度となっており、一定の発熱量を確保できるごみ質になって

いると言える。全体の見かけ比重は 0.31 (kg/L)となった。 

なお、SWCorp では元素組成分析、発熱量分析を未実施のため、本事業にて 2015年 11

月に実施した。その結果、発熱量分析では発電可能なカロリー（1,500kcal/kg）を満た

すことを確認した。 

 

図表 ジョホール市等から発生するごみ質組成分析結果 

大分類 小分類 

2014.11 2015.11 

重量（kg） 割合％ 重量（kg） 割合％ 

Food Waste 64.8 28.74 74.6 35.9 

Papers 24.3 10.78 27.0 13.0 

Plastics 

Plastic Rigid 7.1 3.15 6.0 2.9 

Plastic Film 31.2 13.84 20.0 9.6 

Plastic Form 2.1 0.93 2.2 1.1 

Diapers 21.7 9.63 25.2 12.1 

Textile 7.5 3.33 14.2 6.8 

Yard 3.1 1.38 1.4 0.7 

Glass 6.1 2.71 4.8 2.3 

Others  57.5 25.51 32.4 15.5 

total 225.4 100.00 207.8 100.0 

 

パシグダン市から発生する廃棄物のごみ質分析については、若干古いデータではある

が、パシグダン市のごみを搬入する最終処分場であるタンジュン・ランサット埋立処分
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場にて過去に研究機関が実施している。 

生ごみが全体の約 3割強、プラスチック類が全体の 2割弱となっており、ジョホール

市から排出される家庭ごみとほぼ同じ傾向を示している。 

 

表 タンジュン・ランサット埋立処分場における固形廃棄物組成の構成比（平均） 

分類 月曜 

（%） 

火曜 

（%） 

水曜 

（%） 

木曜 

（%） 

金曜 

（%） 

土曜 

（%） 

平均 

（%） 

標準偏差 

（σ） 

食品廃棄物 23.1 31.40 40.14 25 31.19 32.74 30.6 ±6 

紙（混合） 5.5 6.18 3.98 3.82 4.8 4.14 4.7 ±1 

新聞紙 4.5 2.66 3.69 3.54 4.8 1.45 3.4 ±1.2 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾌｨﾙﾑ） 11.8 12.04 7.3 16.32 14.07 12.5 12.3 ±3 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾌｫｰﾑ） 1.8 0.72 1.3 2.2 1.223 0.1 1.3 ±0.7 

硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 3.6 5.87 4.61 5.46 4.281 2.83 4.4 ±1.1 

繊維製品 12.7 5.04 5.518 3.74 4.485 7.0 6.4 ±3.2 

ゴム/皮革 0.0 0.27 0.76 0.17 0.917 0.32 2.4 ±2.2 

木くず 1.8 5.40 0.0 0.0 0.102 0.0 1.4 ±2.1 

庭の廃棄物 0.0 1.85 0.68 2.17 7.44 9.42 3.6 ±4 

高級紙 6.3 0.0 0.0 1.56 1.223 4.08 2.2 ±2 

段ボール紙 3.77 3.71 1.25 1.8 2.141 2.9 2.6 ±1 

ガラス（無色） 2.03 1.44 0.762 2.62 3.364 0.52 1.8 ±1 

ガラス（色付） 0.0 0.0 0.0 1.47 0.41 0.32 0.4 ±0.5 

金属（ｱﾙﾐﾆｳﾑ） 0.63 2.68 0.3 0.7 0.306 0.32 0.8 ±1 

おむつ 11.3 12.25 17.22 11.64 10.5 3.42 11.5 ±4.5 

廃棄果物 7.73 4.63 11.82 17.0 7.75 14.1 10.5 ±5 

金属（鉄類） 2.8 0.0 0.56 0.88 0.92 2.04 1.2 ±1 

 

 

②廃棄物の処分状況 

ジョホール州には現在、約 10か所の埋立処分場があり、そのうち、マレーシアの大手

廃棄物処理会社であるサザンウェイストマネジメント社（SWM）が管理しているのが 9

箇所で、タンジュン・ランサット埋立処分場のみパシグダン市が直営にて管理している。 

パシグダン市から発生するごみは前述したタンジュン・ランサット埋立処分場、ジョ

ホール市等、ジョホール州中心部から発生するごみはシーロン（Seelong）埋立処分場に

て埋立処理している。以下に、2つの処分場の概要及び処分費用等を示す。  
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【タンジュン・ランサット埋立処分場】 

 

概要 

・ 広さ：約 50 エーカー（約 13エーカーの埋立て区画が２つある） 

・ 現状：第 1区画はすでに満杯で閉鎖済み。現在は残り第 2区画で受け入れている。 

・ ゴミ受入れ量：350～400トン／日で、約 100台／日のトラックで収集している（60

～65％は一般家庭ゴミで、残りは工場等からの商業ゴミ（指定廃棄物ではなく、商

業施設からの食品残渣など）） 

・ 受入れ区域：パシグダン市のみ。処分場は 1箇所のみであるため、（不法投棄以外）

すべてこの処分場に集まる。 

・ 2002 年から稼動しており、第 1 区画は 2002～2007 年に受入れ後満杯になり閉鎖。

第 2区画は 2007 年から受入れ。受入れ想定年数は 1区画 5年間だったが、代替用地

がないため、許容量を超えて受け入れ続けている（あと数年で対応できなくなるの

ではとのコメント有） 

・ 土地の所有権、予算等の問題で代替用地の選定に難航しており、代替処分場は未定。 

・ 代替地がみつかった場合、跡地利用の予定はない。覆土して閉鎖する予定。 

・ スカベンジャーは 10名おり、全員 MPPG が許可を与えて働いている。無許可のスカ

ベンジャーはいない。 

・ Tipping feeは以下の通り 

 一般家庭ゴミ：無料 

 商業ゴミ：65リンギ／トン（15年前から不変） 

 指定廃棄物（DOEからの依頼による）：100リンギ／トン 

・ ゴミ処理に要する費用は約 150万リンギ／年（詳細は不明） 

 

リサイクル 

・ 昨年からコンポストをはじめている。高倉方式を採用。現状は 150世帯の一般家庭

にコンポストを指導しているのみ。 

・ 来年から商業レストランの食品残渣などを回収して処分場でコンポスト作成を行い、

無償で同市の園芸に活用する予定。少ない量で始めて徐々に増やしていく予定。 

・ プラスチック、金属等の有価物のリサイクルを今年から開始。スカベンジャーが回

収し、リサイクル業者に売却。 

 

排水処理 

・ 処分場の排水は、ポンプ車で汲み取ったものを池（1 箇所のみ）に集め、曝気＋EM

処理後沈下させて、表層水を川に放流している。常設の配管、ポンプはない。 
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最終処分場の概況 排水処理池 

 

 

 

プラスチック、金属等の有価物のリサイクル分別の様

子 
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【Seelong埋立処分場】 

 

概要 

・ 敷地面積は 275 エーカーで埋立容量は 1,880ｍ3（1,500 万トン）。13 のセルに区分

されている（注：タンジュンランサット最終処分場担当者談：92エーカーがジョホ

ール州の用地で、残る用地は国の所有地）。 

・ ジョホールバルには 3箇所（Tahana、Taman、他）の処分場があったが、満杯になっ

たため閉鎖。その後、仮設で Ulu Tiram処分場が 1999～2003年に稼動していたが、

高級住宅地近くだったため閉鎖し、2003 年から現在の Seelongを使っている。 

・ 建設当時は 20年の埋め立て年数としていたが、現状を踏まえると 30年は使うこと

になると考えている（実際、いつまで使用することになるかは不明）。すでに 1から

4までのセルは埋め立てが完了している。 

・ 処分場の建設はオーストラリアの企業（mounsell社）が担当しており、日本企業は

関与していない。 

・ 2003年 5月に竣工し、受入は 2004年 1月より開始（受入後 10年以上経過）。 

・ 従業員数（スタッフ）は 40～50 名程度。 

・ ジョホール州のうち、ジョホールバル市（MBJB）、ジョホールバル・テンガ市（MPJBT）、

クライ市（MPK）の 3つの自治体から発生する廃棄物を処分している。 

・ ジョホールバル市（MBJB）の Tarukaにごみの輸送ステーションがあり、そこに集め

られたごみが処分場まで運ばれてくる。 

・ 2015年現在の廃棄物の受入量は日量約 1,800～2,000 トン。内訳は家庭系が 70％、

産業系が 30％。建設当時は日量 1,100 トン～2,500トンにて見積もっていた。 

・ 埋立完了した 1から 4までのセルからメタンガスを回収している。これまでは単純

に燃焼して熱回収を行っていなかったが、これからガスエンジンによるエネルギー

回収を実施する（容量：2MW）。すでにガスエンジンは購入済（ドイツ製）であり、

あとは据付と配管を接続させるだけとなっている。発電した電気は所内利用予定。 

・ 水処理は物理化学的処理（凝集濾過、膜分離）、生物化学的処理（膜分離）などを実

施している。ちなみに 1日当たりの処理能力は 540ｍ3／日で、膜分離している量は

5ｍ3／日のみ（コスト面の問題から）。 

・ Tipping feeは以下の通り 

 地方自治体からの受入：32.5 リンギ／トン 

 民間企業からの受入：71.51 リンギ／トン（※物品・サービス税（GST）6％含

む） 

・ 上記金額は政府が決定している。 
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処分場から回収するメタンの燃焼設備 

（現在ガスエンジンを据え付け中） 

最終処分場 

  
トラックスケール 排水処理槽（曝気処理） 
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③ＦＩＴ 

マレーシアでは 2011 年に FITが導入され、廃棄物発電について「biomass」という区

分にて対象となっている。買取期間は 16年間と設定されている。 

10MWの発電容量の場合、1kWhあたりの買取価格は0.3085RM （8.58円/kWh ※1RM＝27.8

円換算の場合）となり、ボーナスレートは条件を満たした場合に上乗せとなる（下表参

照） 

 

項目 買取価格（RM/kWh） ※2015.1時点 

基本レート 
 

 10MW 以下 0.3085 

 10MW 超 20MW以下 0.2886 

 20MW 超 30MW以下 0.2687 

ボーナスレート 
 

 ガス化技術の使用 ＋0.0199 

 20％以上の発電効率 ＋0.0100 

 国産ボイラの使用 ＋0.0500 

 燃料源として固形廃棄物の利用 ＋0.0982 
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（２）産業廃棄物 

①廃棄物の発生量及び組成 

マレーシアにおける産業廃棄物（指定廃棄物）の発生量は、ここ数年 300万トン/年前

後にて推移している（下図参照）。 

 

 

図 マレーシアにおける指定廃棄物の発生量 

 

 

なお、本年度の調査では事業者への直接ヒアリングにて個別の廃棄物発生状況及び本

事業が実現した際の受入可能性について確認するともに、廃棄物のサンプリングを実施

した（2015年 10 月時点で 7種類の廃棄物サンプルの採取を実施）。分析結果を下表に示

す。 

訪問した排出事業者からのコストダウン、適正処理、リサイクル率向上のニーズは非

常に高く、本事業の進出を希望される会社は非常に多い結果となった。なお、本事業で

製造する ARM はセメント会社が受入できるよう WAC(Waste Acceptance Criteria)の規格

内に収める必要がある。 

 

 

 

No. 排出元 発生品 cal/g (dry) cal/g (wet ) 水分(%) pH SiO2(% ) Al2O3(%) Fe2O3(%) CaO(%) Cl(% )

1 化学メーカー 廃触媒 2,050 1,398 31.8 7 0.974 0.878 61.9 0.934 0.023

2 油脂メーカー スカム 1,369 509 62.8 7 0.546 0.395 1.7 40.9 0.059

3 油脂メーカー 廃白土 2,490 2,410 3.2 7 31.5 6.42 6.05 3.3 0.01

4 油脂メーカー 廃触媒 4,648 4,648 0 7 20.2 0.348 1.27 0.17 0.192

5 化学メーカー 汚泥 2,701 1,213 55.1 7 0.739 35.9 0.408 1.01 0.777

6 電子機器メーカー Ni汚泥 219 134 38.8 7 0.244 0.283 0.135 0.662 0.069

7 電子機器メーカー Al汚泥 0 0 52.1 7 79.4 8.39 0.038 0.254 0.094
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②廃棄物の処分状況 

排出事業者へのヒアリング結果では、多くの事業者が産業廃棄物（指定廃棄物）につい

て、クオリティーアラーム社（Kualiti Alam 社：以下、KA 社）が運営しているブキナ

ナス（Bukit Nanas）の施設へ搬入している。 
ヒアリングによると、KA 社に払う金額等含め最終処分費用にかなり大きな負担を強い

られているため、新たなリサイクル事業に大変興味がある、という声も確認された。以

下に KA 社での処理費用を示す。 
なお、KA 社以外の委託先でも複数の会社が固形廃棄物の一部リサイクルを行っている

ことが確認できたは、価格は KA 社と比較して総じて安価な引取り価格であった。 
 

 

 

 
図表 KA 社の処理費用（その１） 

（参照：マレーシアセメント投資開発庁） 
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図表 KA 社の処理費用（その２） 
（参照：マレーシアセメント投資開発庁） 
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図表 KA 社の処理費用（その３） 

（参照：マレーシアセメント投資開発庁） 
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3.2.2 温室効果ガス（特にエネルギー起源二酸化炭素）排出削減可能性 

 
（１）一般廃棄物発電事業 
廃棄物発電が実施されない場合、化石燃料を利用して電力供給、もしくは熱エネルギ

ーの供給が行われる。本事業では、廃棄物発電が実施されない場合に、送電網に接続・

給電する電源が、プロジェクトで代替する電力量を発電した場合に発生する温室効果ガ

ス量をリファレンス排出量とし、プロジェクト排出量は以下のとおりと設定した。 
 

１）焼却処理とエネルギー回収のために消費される電力及び燃料の消費による CO2の排

出 

２）化石資源由来の炭素を含む廃棄物の焼却による CO2の排出 

３）焼却処理からの排水処理が嫌気性条件下で行われる場合はそれによるメタンの排出

が考えられるが、本方法論では適格性要件によってそのようなケースを排除 

４）プロジェクト活動に伴う輸送による GHGの排出は、リファレンスにおいてもほぼ同

様の輸送が行われると考えられるので本方法論では考慮していない。例えば、プロ

ジェクト活動における MSW の焼却処理施設への輸送とプロジェクト活動によって排

出される焼却灰の SWDSへの輸送は、リファレンスでの MSWの廃棄物処分場等への輸

送に相当する 

 
（２）産業廃棄物リサイクル 
 
本事業による CO2 排出削減の可能性については、以下の４つのシナリオを検討した。 

１）産業廃棄物由来の代替原燃料によるセメント工場の石炭代替 

２）産業廃棄物の単純焼却代替 

３）バイオマス比率の向上 

４）輸送距離の低減 

 

１）産業廃棄物由来の代替原燃料によるセメント工場の石炭代替 

 セメント製造における CO2の発生内訳は、約 4割が燃料の燃焼から、約 6割が焼成プ

ロセス工程からとされている。原料代替による CO2削減可能性については、焼成プロセ

ス工程における原料成分の化学反応に注目し、代替原料を用いなかった場合と比べて

CO2 発生量が削減される可能性があるかどうか、CDM 方法論   ACM005: 
“Consolidated Baseline Methodology for Increasing the Blend in Cement Production.”
等を参照しつつ、検討を行った。 
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 基本的には、上記の検討のためには、代替原燃料の成分分析に基づく炭素密度データ

等、及びそのモニタリングが必要となるが、それらのデータ入手が困難であることから、

結果としては計算の実施は困難であるという結論に至った。 
 また、既存セメント工場設備の石炭燃料の熱量と等量の熱量を代替原燃料によって代

替しようとすると、原燃料の熱量が高くなるか、原燃料の投入量が増加するものであり、

それらの燃焼を伴うために、CO2の削減にはつながらない。 

 

２）産業廃棄物の単純焼却代替 

 リファレンスシナリオとして、一定割合の廃棄物が単純焼却をされているものと仮定

した。また、産業廃棄物発生量に対する「単純焼却率」のパラメーターを導入し、その

単純焼却由来の CO2発生量が本事業によって削減されるものと仮定した。 

 そこで、調査としては「単純焼却率」を保守的に定めることが焦点となったが、ヒア

リング調査からは定量的な単純焼却率データを入手することはできなかった。 

 

３）バイオマス比率の向上による処分場でのメタン回避（及び排熱回収発電時のバイオ  

  マス発電比率の向上による CO2排出削減） 

 基本的にはマレーシアにおいては、バイオマス系産業廃棄物は有効利用のための買い

取り手が既におり、有価物として取引されているため、そのまま埋め立て廃棄され、埋

め立て地においてメタン発酵に寄与している分量は少ない現状が推測されることから、

当シナリオによる CO2 削減は見込めない。 
 

４）輸送距離の低減 

 リファレンスシナリオとしては、現状ジョホール州からＫＡ社まで輸送されている廃

棄物を、セランゴール州の工場まで船舶輸送に切り替えることによる CO2排出削減効果

を検討したものである。 

 
 

3.2.3 MRV 方法論とモニタリング体制 

 

（１）一般廃棄物発電事業 

 

１）適用するＧＨＧ排出削減技術 

本方法論は、都市廃棄物（MSW）の焼却処理（Incineration）により熱エネルギーや電

力を生産するという、化石燃料の利用する技術を代替する再生可能エネルギー技術を対

象としている。用語の定義を次頁に示す。 
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用語 定義 

未処理廃棄物 

Fresh waste 

廃棄物処分場に廃棄されるために回収されたがまだ廃棄

されていない固形廃棄物。都市廃棄物は含まれるが、処分

済みの廃棄物や有害廃棄物は除外される。 

焼却処理 

Incineration 

化石資源と生物の両方を起源とした有機物の管理された

燃焼であり、排熱の利用をともなう場合とそうでない場合

がある。理想的には、すべての有機物はCO2 とH2Oに転換さ

れることになる。しかし実際には、燃焼が不完全であった

り、無機物などの異物が混じるために、焼却灰が排出され

る。  

都市廃棄物 

Municipal solid waste  

(MSW) 

異なる種類の廃棄物の混合物で、通常は自治体や他の地方

公共機関に回収される。家庭ごみ、庭や公園の廃棄物、商

業施設や公共施設からの廃棄物は含まれる。 

廃棄物処分場 

Solid waste disposal site 

(SWDS) 

 

固形廃棄物の最終処分の場として指定されたエリア。 

廃棄物が山積みされた場所は、以下の条件を満たせは廃棄

物処分場とみなされる。(a) 表面積と体積の割合が 1.5以

上であり、かつ (b) 廃棄物が嫌気性条件（空隙率が低く

湿度が高い）に置かれていることが確認できる。 

 

２）リファレンス排出量 
廃棄物発電が実施されない場合、化石燃料を利用して電力供給、もしくは熱エネルギ

ーの供給が行われる。ここでは、廃棄物発電が実施されない場合に、送電網に接続・給

電する電源が、プロジェクトで代替する電力量を発電した場合に発生する温室効果ガス

量をリファレンス排出量とする。 
 
３）プロジェクト排出量 

 

プロジェクト排出は、以下のとおりとした。 

 

1. 焼却処理とエネルギー回収のために消費される電力及び燃料の消費による CO2 の排

出 

2. 化石資源由来の炭素を含む廃棄物の焼却による CO2の排出 

3. 焼却処理からの排水処理が嫌気性条件下で行われる場合はそれによるメタンの排出
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が考えられるが、本方法論では適格性要件によってそのようなケースを排除している 

4. プロジェクト活動に伴う輸送による GHGの排出は、リファレンスにおいてもほぼ同様

の輸送が行われると考えられるので本方法論では考慮していない。例えば、プロジェ

クト活動における MSW の焼却処理施設への輸送とプロジェクト活動によって排出さ

れる焼却灰の SWDS への輸送は、リファレンスでの MSW の廃棄物処分場等への輸送に

相当するものである 

 

４）モニタリングパラメーター 

モニタリングパラメーターは以下３つとした。 

① 焼却処理に投入される廃棄物の総重量と廃棄物種別の割合 

② 焼却処理とエネルギー回収のために消費される電力及び燃料の消費量 

③ エネルギー回収設備から産出される電力及び熱エネルギーの量 

 
５）適格性要件 

適格性要件は下表のように設定した。 

 

要件 1 本方法論が適用されるプロジェクト活動は、回収後に未だ処理処分されてい

ない都市固形廃棄物（Fresh MSW）の焼却処理を行い、それから得られる熱エ

ネルギーや電力の利用を行うものであること。 

要件 2 プロジェクトが焼却処理する都市廃棄物（MSW）に含まれる有機性廃棄物は、

本プロジェクトが実施されない場合には、廃棄物処分場（SWDS）に埋立処分

され、廃棄物処分場において嫌気性条件の下でメタンガスを発生すること。 

要件 3 廃棄物焼却技術は、ロータリーキルン、流動床、ストーカー式のいずれかに

該当するものであること。  

要件 4 都市廃棄物（MSW）の焼却処理が法規によって義務られている場合、その法規

を遵守して焼却される MSWの重量が国全体の MSWの 50%（重量ベース）を超

えないこと。 

要件 5 プロジェクト活動により焼却処理される MSWの組成（廃棄物種別）と種別毎

の比率が決定できること。 

要件 6 プロジェクト活動が消費する電力は、プロジェクト活動によって生産された

電力もしくは系統電力網から供給されるものであること。 

要件 7 焼却処理とエネルギー回収のために化石燃料が消費される場合は、その化石

燃料によって生産される熱エネルギーの割合が全体の熱エネルギーの50%（熱

量ベース）を超えないこと。 

要件 8 プロジェクト活動で導入・利用される施設・設備は新規のものであり、他の

活動に利用されていた施設・設備、あるいは現在利用されている既存の施設

の転用・改善ではないこと。 

要件 9 プロジェクト活動では、回収された MSWが嫌気的条件下で保管されないこと。 

要件 10 プロジェクト活動によって排水が発生する場合は、その排水が嫌気性処理さ
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れないこと。 

要件 11 プロジェクト活動の実施によって、プロジェクト活動がなければリサイクル

されたであろう MSWの量が減少しないこと。 

 
６）ＧＨＧ排出源及びＧＨＧ種類 
 

リファレンス排出量及びプロジェクト排出量におけるＧＨＧ排出源及びＧＨＧ種類を

下表に整理した。 

 
排出量区分 活動区分 GHG 

種類 

評価･追記 

ﾘﾌｧﾚﾝｽ 
排出量 

単純焼却 CO2 廃棄物発電が実施されない場合に、送電網に

接続・給電する電源が、プロジェクトで代替

する電力量を発電した場合に発生する温室効

果ガス 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
排出量 

発電施設の化石燃

料利用 
CO2 発電施設内における設備稼働用燃料､補助燃

料利用に伴う温室効果ガス発生量 

 発電施設での電力

消費 
CO2 発電施設における電力利用に伴う温室効果ガ

ス発生量 

 

 
７）リファレンス排出量 
 
リファレンス排出量は、廃棄物発電が実施されない場合に、送電網に接続・給電する

電源が、プロジェクトで代替する電力量を発電した場合に発生する温室効果ガス量とし、

下記算定式①にて定量化する。また算定式①で使用する各パラメーターの値は下表記載

内容を想定している。 
  
 
 RE𝑝𝑝 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔                        算定式① 
 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝑝𝑝 = 期間 p におけるリファレンス排出量(t CO2) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 期間 p におけるごみ焼却施設併設型発電施設による 
発電量(MWh) 

𝐸𝐸𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  = グリッド排出係数 (t CO2/MWh)  
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８）プロジェクト排出量 

 

プロジェクト排出量は、以下､算定式による定量化を想定します。 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝒑𝒑 + 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑭𝑭,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒑𝒑 算定式② 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 = 期間 p におけるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ排出量(t CO2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 = 期間 p における発電施設内での電力消費に伴い発生する 

温室効果ガス排出量(t CO2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 = 期間 p における発電施設内での化石燃料消費に伴い発生 

する温室効果ガス排出量(t CO2) 

 
 
６．排出削減量 

 排出削減量は、リファレンス排出量からプロジェクト排出量を減じた量となる。 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 

 

ここで 

𝐸𝐸𝑅𝑅𝑝𝑝 = 期間 p における温室効果ガス削減量(t CO2) 
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９）排出削減量の算定 

算出のための算定条件は以下のとおり。 

 

項目 数値 

焼却炉形式 ストーカー炉 

排ガス処理方式 乾式排ガス処理（バグフィルタ）＋触媒脱硝システム 

施設処理能力 1,000トン／日 

年間運転日数 330日 

ごみ発熱量 1,500～1,800kcal/kg 

発電効率 26～27％ 

イニシャルコスト 

（造成費等含む） 
660（MRM）※設備補助見込まず 

ランニングコスト 40～42（MRM／年） 

運転人員 34名 

 

 
①リファレンス排出量 

 リファレンス排出量、即ちプロジェクトが実施されなかった場合にグリッド供給さ
れていたであろう電力の発電に伴う温室効果ガス排出量は下記算定式①にて定量化さ
れる。また算定式①で使用する各パラメーターの値は下表に記載内容を想定している。 

 
 RE𝑝𝑝 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔                        算定式① 
 
 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ 単位  備考 
𝐸𝐸𝐸𝐸ｐ MWh ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 tCO2/MWh ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 ホスト国 DNA 公表値 0.741 

(tCO2/MWh) 
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②プロジェクト排出量 

 本調査対象プロジェクトは、これまでに検討が進めてきている都市ごみ焼却炉に追
加的に発電施設を建設するものであることから、都市ごみ焼却に伴い発生する温室効
果ガス活動は、プロジェクトが実施されない場合も発生していたものとする。よって
プロジェクト実施に伴うプロジェクト排出量は、発電施設内での電力消費に伴い発生
する温室効果ガス排出量、発電施設運転で消費される化石燃料の消費に伴い発生する
温室効果ガスがプロジェクト排出量となる。プロジェクト活動における発電に伴う温
室効果ガス排出量は以下算定式にて算出される。また算定式を構成する個別のプロジ
ェクト排出量は以下の算定式で得られる。 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝒑𝒑 + 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑭𝑭,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒑𝒑 算定式② 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 = 期間 p におけるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ排出量(t CO2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 = 期間 p における発電施設内での電力消費に伴い発生する 

温室効果ガス排出量(t CO2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 = 期間 p における発電施設内での化石燃料消費に伴い発生 

する温室効果ガス排出量(t CO2) 

 
 

 

 施設内消費電力に伴う温室効果ガス排出量  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑝𝑝 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
 
ここで 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 = 期間 p における発電施設での電力消費量(MWh) 

𝐸𝐸𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = グリッド排出係数 (t CO2/MWh)  

 
 施設内での化石燃料消費に伴う温室効果ガス排出量 
  
 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 = ∑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖,𝑝𝑝  × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑖𝑖 
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ここで 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖,𝑝𝑝 = 期間 p における化石燃料 i の消費量 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 化石燃料 i の低位発熱量(GJ/t) 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 化石燃料 i の CO2 排出係数 

 
上記、算定式に用いるパラメーターの詳細は以下の通りである 
パラメーター 単位 値 備考 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 MWh ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡,𝑝𝑝 MWh ﾓﾝﾀﾘﾝｸﾞ  
𝐸𝐸𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 tCO2/MWh ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 ホスト国 公表値 0.741 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖,𝑝𝑝 l ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ  
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡,,𝑖𝑖,𝑝𝑝 l ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ  
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 GJ/t ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 i=軽油 (43.3) 

IPPC デフォルト値 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 tCO2/GJ ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 i=軽油 (0.0748) 

IPPC デフォルト上限値 
 
 
上記を踏まえ算出すると、 
 
リファレンス排出量 

161,781.84MWh/年×0.741＝119,880トン 

プロジェクト排出量：412 トン 

 

119,880-412＝119,468トンとなる。 

 

なお、施設規模を 1,000 トン／年と想定した場合、施設整備費は推定 184.8 億円とな

る。うち、発電設備該当部分を全体の 4 割、設備補助 50％と想定すると約 36 億 9,600
万となる。法定耐用年数は 17 年と設定した。 

 
 CO2 排出削減の費用対効果は、 
36 億 9,600 万円÷（119,468 トン×17 年）≒1,820 円／トンを想定している。 
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（２）産業廃棄物リサイクル 

 

本事業において生産する廃棄物由来の代替原燃料は、以下の３種である。 

 

①固形代替燃料：CRM 燃料系 

②液体代替燃料：スラミックス® 

③代替原料：CRM 原料系 

 

これらのうち、GHG 排出削減の観点からは、②液体代替燃料スラミックスは、炭素密

度が高く、燃料としての利用過程で CO2の発生量が化石燃料並みに高いこと、またリフ

ァレンスとなる現行のシナリオも焼却はされていないため、CO2 排出削減量の算定対象

外とした。 

③代替原料 CRMによるセメント原料の代替においては、CO2排出削減とはならないが、

それ自体も一定の熱量を持っているため、MRV方法論の検討においては①CRM燃料系と同

一に扱うものとし、既述の４シナリオに基づき、①と③を対象とした MRV方法論の開発

を試みた。 
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ＪＣＭ提案方法論 
A. 方法論タイトル 
 
産業廃棄物の再資源化による、セメント製造の固形燃料代替 
（Version ●.●） 
 
B. 用語の定義 
 

用語 定義 
産業廃棄物 事業活動によって発生する残渣 

 
有害廃棄物 

 
危険・有毒な廃棄物 
危険・有毒な廃棄物とは、その性質、濃度、総量が、危険

かつ有毒な物質を含み、これによって直接かつ間接に環境

を汚染または破壊したり、事業や活動を通して、環境、健

康、人類その他生物の持続的生活に危険をもたらしたりす

る残滓である。特徴として、爆発性、引火性、反応性、有

毒性、感染性、腐食性がある。 
有機性廃棄物 

 
主に動植物に由来する廃棄物であり、紙、厨芥、木・竹、

繊維、汚泥、動植物性残渣、動物の糞尿等を指す。 
調合技術 成分・熱量・忌避物質の有無などの精密分析、代替原燃料

としての製品規格に適合させる配合検討、ブレンド、規格

適合分析と確認等からなる、資源リサイクル技術 

固形代替燃料 
 

Cement Raw Material (CRM)燃料系。汚泥や燃え殻、煤

塵等の固形産業廃棄物をユーザーの規格に合致するよう

に調合したセメント代替燃料。 
 

C. 方法論概要 
 

項目 概要 

GHG 排出削減対

策 
本方法論は、有害廃棄物や有機性廃棄物を含む固形産業廃棄物を

対象に、調合・調整の技術工程を施して再資源化し、セメント製

造における代替燃料として利用することで、化石燃料の使用量を

削減する技術を対象としている。 
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また、資源循環を促進することで、産業廃棄物の単純焼却処理お

よび埋め立て処分によるGHG排出を回避する。すなわち、焼却に

伴うCO2排出を回避し、埋め立て処分に伴い、産業廃棄物に含ま

れる有機性廃棄物が廃棄物処分場において嫌気性条件下で分解さ

れ、大気中にメタンガスを排出することを回避する。 
 
さらに、産業廃棄物の収集から再資源化工場、セメント工場まで

の一連の輸送距離が、焼却処理または埋め立て処分のための輸送

距離よりも短縮されることにより、輸送に伴う化石燃料の使用量

を削減する。  
 

リファレンス排出

量の計算 
1. 産業廃棄物由来の代替燃料が使用されない場合、セメント製造に

おける石炭燃料の消費によって CO2 が排出される。 
                      【１石炭代替】 
 

2. 産業廃棄物の再資源化が行われない場合、化石資源由来の炭素を

含む廃棄物の単純な焼却処理により、CO2 が排出される。 
                    【２単純焼却代替】 

 
3. 産業廃棄物の再資源化が行われない場合、有機性廃棄物の埋め立

て処分に伴い、廃棄物処分場において生分解可能な有機炭素が嫌

気性条件下で生分解することにより、メタンガスが排出される。                  

【３メタン回避】 
 

4. 産業廃棄物の再資源化が行われない場合の、産業廃棄物の収集か

ら処理処分までに要する輸送に伴う化石燃料の使用により、CO2
が排出される。           【４輸送距離短縮】 
 

5. プロジェクト活動により、廃棄物処分場への産業廃棄物の搬入量

が減少し、廃棄物処分場でのエネルギー消費等の抑制につながる

と考えられるが、本方法論ではその点を考慮していない。 
 

プロジェクト排出 5. 産業廃棄物の収集から再資源化工場、代替燃料製品の再資源化工
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量の計算 場出荷からセメント工場までの輸送に伴い化石燃料が消費され、

CO2 が排出される。 
 

6. 産業廃棄物の調合工程を行う再資源化工場において電力及び化石

燃料が消費され、CO2 が排出される。 
 

7. セメント製造において、産業廃棄物由来の代替燃料中の化石資源

由来成分の燃焼に伴い、CO2 が排出される。 
 

モニタリングパラ

メータ 
1. 収集から再資源化工場までの、産業廃棄物の輸送量 

 
2. 再資源化工場からセメント工場までの、代替燃料の輸送量 

 
3. 再資源化工場において消費される電力および燃料の消費量 

 
4. セメント製造に投入される、産業廃棄物由来の代替燃料の量、

組成、発熱量 
 

 

D. 適格性要件 
本方法論は以下の全ての要件を満たすプロジェクトに適用することができる。 

要件 1 本方法論が適用されるプロジェクト活動は、収集後に未だ処理処分されてい

ない産業廃棄物の中間処理を行い、再資源化によって得られる代替燃料の利

用を行うものであること。 

要件 2 プロジェクトが再資源化の中間処理を行う産業廃棄物は、本プロジェクトが

実施されない場合には、焼却処分により化石資源由来の炭素を含む廃棄物の

燃焼に伴って CO2 を排出し、または廃棄物処分場での埋め立て処分により廃

棄物処分場において生分解可能な有機炭素が嫌気性条件下で生分解を起こす

ことによりメタンガスを排出し、あるいは遠距離輸送に伴う化石燃料の使用

により CO2 を排出すること。 
要件 3 本方法論が対象とする中間処理技術は、産業廃棄物の調合技術により、一定

の品質のセメント燃料に資源化するものである。 
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要件 4 調合技術は、収集した産業廃棄物の成分分析、燃料規格を満たすための配合

検討、ブレンド、サンプル分析等の工程を含むものである。 

要件 5 プロジェクト活動で導入・利用される施設・設備は新規のものであり、他の

活動に利用されていた施設・設備、あるいは現在利用されている既存の施設

の転用・改善ではないこと。 
要件 6 プロジェクト活動の実施によって、プロジェクト活動がなければリサイクル

されたであろう産業廃棄物の量が減少しないこと。 
 

E. GHG 排出源及び GHG 種類 
 

リファレンス排出量 
GHG 排出源 GHG 種類 

セメント工場での石炭燃料の消費 CO2 
産業廃棄物の焼却プロセスにおける化石資源由来炭素成分の燃焼 CO2 
廃棄物処理場での有機性廃棄物の嫌気性分解によるメタンの排出 CH4 
産業廃棄物の収集から焼却処理場及び埋め立て地までの輸送による

化石燃料の消費 
CO2 

プロジェクト排出量 
GHG 排出源 GHG 種類 

再資源化処理プロセスでの系統電力の消費 CO2 
再資源化処理プロセスでの化石燃料の消費 CO2 
セメント工場での代替燃料中の化石資源由来成分の消費 CO2 
産業廃棄物の収集から再資源化工場、代替燃料製品の再資源化工場

出荷からセメント工場までの輸送に伴う化石燃料の消費 
CO2 

 

F. リファレンス排出量の設定と算定 
F.1. リファレンス排出量の設定 
 
リファレンス排出量は、セメント製造に投入される代替燃料の量・組成・発熱量、産業廃

棄物の単純焼却処理率・埋め立て処分率、及び再資源化工場に搬入される産業廃棄物の輸

送量等から算出する。 
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F.2. リファレンス排出量の算定 
 

REy = REC,y + REINC,y + RECH4,y + RETR,y 
 
REy            y 年におけるリファレンス排出量 [tCO2/y] 
①REC,y       y 年におけるセメント工場での石炭燃料消費による排出量 [tCO2/y] 
②REINC,y    y 年における焼却プロセスによる排出量 [tCO2/y] 
③RECH4, y    y 年における廃棄物処分場から放出されるメタン排出量 [tCO2/y] 
④RETR,y      y 年における収集から焼却処理場または埋め立て地までの産業廃棄物の輸   

  送による排出量 [tCO2/y] 
 
① REC,y = Σi QALFi,y×(CVALFi／CVC)×EFC,y  
 
QALFi,y      y 年におけるプロジェクト活動の代替燃料タイプ i の消費量 [kl, ton/y] 
CVC          y 年における石炭の低位発熱量 [kcal/kl, t, 1000Nm3] 
CVALFi       y 年における代替燃料タイプ i の低位発熱量 [kcal/kl, t, 1000Nm3] 
EFC,y         y 年における石炭燃料の CO2 排出係数 [tCO2/tCoal] 
 
② REINC,y = EFFINC,y×44/12×Σj (RINC,y×Wj,y×FCCj,y×FFCj,y) 

 
EFFINC,y y 年における焼却処理設備の焼却効率 
RINC,y  y 年における産業廃棄物を単純焼却処理する割合 
Wj,y y 年における再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
FCCj,y y 年における産業廃棄物 j に含まれるすべての炭素の割合 [tC/t] 
FFCj,y y 年における産業廃棄物 j に含まれるすべての炭素に占める化石資源由来の炭

素の割合 
 
③ RECH4, y =  φy × �1− fy�× GWPCH4 × (1 − OX) × 16

12
× FCH4 × DOCf,y × MCFy ×

∑ ∑ RLF,x × Wj,xj,ℓ
y
x=1 × Fℓ,x × DOCℓ × e−kℓ(y−x) × �1 − e−kℓ� 

 
φy y 年における不確実性に関する調整係数 
fy y 年に回収されたメタンの内、フレア／燃焼／利用されるメタン割合 
OX 酸化割合 
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FCH4 廃棄物処理場ガスのメタンの割合 
DOCf,y y 年における分解性有機炭素の分解される割合 
MCFy y 年におけるメタン補正係数 
Wj,x x 年における再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
RLF,x x 年における産業廃棄物を埋立て処分する割合 
Fℓ,x x 年における産業廃棄物 j に含まれる有機性廃棄物タイプℓの割合 
DOCℓ 有機性廃棄物ℓの分解性有機炭素の割合 
kℓ 有機性廃棄物ℓの分解速度 
ℓ 有機性廃棄物の分類 
x 廃棄物が埋め立てられた年（x の値は、埋立てが開始された年（x=1）から、

メタン排出量を計算する年（x=y）までの値をとる） 
y     メタン排出量を計算する年 
 
④ RETR,y = Σj｛RINC,y×Wj,y×DINC×EFt｝+ Σj,n｛RLF,y×Wj,y×DLF×EFt｝ 
 
Wj,y y 年における、再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
DINC 産業廃棄物の排出場所から焼却処理場までの距離 [km] 
DLF 産業廃棄物の排出場所から埋め立て処分場までの距離 [km] 

EFt y 年における車種別の CO2 排出原単位 [tCO2/トンキロ] 
 
 

G. プロジェクト排出量の算定 
 
PEy = PEALT,y + PEEC,y + PEFC,y +PETR,y 
 
PEy            y 年におけるプロジェクト排出量 [tCO2/y] 
①PEALT,y     y 年におけるセメント工場での代替燃料消費による排出量 [tCO2/y] 
②PEEC,y      y 年におけるプロジェクト活動による系統電力消費による排出量 [tCO2/y] 
③PEFC,y      y 年におけるプロジェクト活動による化石燃料消費による排出量 [tCO2/y] 
④PETR,y      y 年における産業廃棄物の収集から再資源化工場および代替燃料の出荷か 
                らセメント工場までの輸送による排出量 [tCO2/y] 
 
①-1 (代替燃料の排出係数を測定する場合) 
    PEALT,y(1) = Σi QALFi,y×EFALTi 
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QALFi,y      y 年におけるプロジェクト活動による代替燃料 i の消費量 [kl, ton/y] 
EFALTi       代替燃料 i の CO2 排出係数 [tCO2/tALT] 
 
①-2 (代替燃料の組成及び仮定の燃焼効率から算定する場合) 
    PEALT,y(2) = EFFCOM,y×44/12×Σi (QALFi,y×FCCi,y×FFCi,y) 

 
EFFCOM,y y 年におけるセメント焼成設備の燃焼効率 
QALFi,y     y 年におけるプロジェクト活動による代替燃料 i の消費量 [kl, ton/y] 
FCCi,y y 年における代替燃料 i に含まれるすべての炭素の割合 [tC/t] 
FFCi,y y 年における代替燃料 i に含まれるすべての炭素に占める化石資源由来の炭素

の割合 
 
② PEEC,y = ECPJ,y×EFEL,y×(1 + TDLy) 
 
ECPJ,y y 年におけるプロジェクトによる系統電力の消費量 [MWh] 
EFEL,y y 年における系統電力の CO2 排出係数 [tCO2/MWh]。（CDM の方法論ツー

ル、”Tool to calculate the emission factor for an electricity system” の適用可

能なバージョンを用いて当該ツールで定義している EFgrid,CM,y を計算し、

本パラメータに適用する。） 
TDLy y 年におけるプロジェクトが受電した系統電力の平均的な送電・配電にともな

うロス。（CDM の方法論ツール、“Tool to calculate baseline, project and/or 
leakage emissions from electricity consumption” の適用可能なバージョンを

用いて当該ツールで規定している TDLj,yのデフォルト値を、本パラメータに適

用する。） 
 
③ PEFC,y = ∑ECn,y×NCVn,y×EFn,y 
 
ECn,y y 年におけるプロジェクト活動による化石燃料タイプ n の消費量  

[kl, t, 1000Nm3/y] 
NCVn,y y 年における化石燃料タイプ n の真発熱量 [GJ/kl, t, 1000Nm3] 
EFn,y y 年における化石燃料タイプ n の CO2排出係数 [tCO2/GJ] 
 
④ PETR,y = Σj,p｛Wj,y×DAMT×EFt｝ 
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             +Σj,p｛Qy×DCEM×EFt｝ 
 
Wj,y y 年における、再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
Qy           y 年におけるプロジェクト活動による代替燃料の出荷量 [ton/y] 
DAMT 産業廃棄物の排出場所から再資源化工場までの距離 [km] 
DCEM 再資源化工場からセメント工場までの距離 [km] 
EFp,y y 年における車種別の CO2 排出原単位 [tCO2/トンキロ] 
 
 

H. 排出削減量の算定 
 
ERy = REy -PEy 
 
ERy y 年における排出削減量 [tCO2] 
REy y 年におけるリファレンス排出量 [tCO2] 
PEy y 年におけるプロジェクト排出量 [tCO2] 
 
 
 以上は、理論的に可能な CO2 排出削減量の算定方法論となるが、実際にはデータ入

手が困難なパラメタが多いため、本報告書においては CO2 削減量の計算は以下のよう

な概算としてまとめる。 
 
 ERy  = REy -PEy 

 ＝（1.セメント工場での石炭代替分）＋（2.単純焼却代替分） 
  ＋（3.処分場からのメタン発生）－（4.再資源化工場での電力・燃料消費） 
  ＋（5.輸送距離低減分） 
 
 ここで、既述のシナリオ分析結果に基づき、（1.セメント工場での石炭代替分）と（3.
処分場からのメタン発生）はゼロとなる。 
 （2.単純焼却代替分）については、現行焼却されている廃棄物の組成が不明のため、

焼却による CO2 排出を計算できないが、一般ごみ(スラバヤの計算例 1)において、プラ

スチックを 60％と仮定すると、年間約 1,100 トンとなる。 

                                                   
1 平成 26 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務「インドネシア国スラバヤ市にお

ける 都市ごみの廃棄物発電事業」 
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 （4.再資源化工場での電力・燃料消費）については、アミタ株式会社の日本の工場の

原単位を利用すれば、0.009(t-CO2/t-出荷量)×24,000 トン(出荷量)= 年間 216 トンとな

る。 
 （5.輸送距離低減分）については、リファレンスシナリオでは KA 社で単純焼却・埋

立、プロジェクトシナリオでは、現在建設を進めているセランゴール州の工場で再資源

化し、製造したセメント代替原燃料はペラ州にあるセメント工場への供給を想定するが、

その場合、輸送距離の低減が見込めないため、ここでは 0 とした。 
 
 以上より、CO2 排出削減量は、 
 ERy  = REy -PEy 

 ＝（1.セメント工場での石炭代替分）＋（2.単純焼却代替分） 
 ＋（3.処分場からのメタン発生）－（4.再資源化工場での電力・燃料消費） 
 ＋（5.輸送距離低減分） 

  =  0＋1100＋0－216 
 ＝  884 トン／年 
より年間 884 トンと概算される。 
 

3.2.4 推定事業費と費用対効果 

 
（１）一般廃棄物焼却事業 
施設規模を 1,000 トン／年と想定した場合、推定 660MRM（1RM＝28.4435 円換算

→約 187 億 7,200 万円）となる。うち、発電設備該当部分を全体の 4 割、設備補助 50％
と想定すると約 37 億 5,400 万となる。法定耐用年数は 17 年と設定した。 

 
 CO2 排出削減の費用対効果は、 
37 億 5,400 万円÷（91,551 トン×17 年）≒2,420 円／トンを想定している。 
 
（２）産業廃棄物リサイクル 
再資源化工場の建設にかかる事業規模は、CRM の生産能力 42,000 トン／年と想定し

た場合、推定 3 億 4000 万円である。法定耐用年数は 17 年と設定した。 
 
 CO2 排出削減の費用対効果は、(JCM 設備補助がない場合) 
3 億 4000 万円÷（884 トン×17 年）≒22,630 円／トンを想定している。 
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3.2.5 副次的（コベネフィット）効果 

 

一般廃棄物発電事業については、都市ごみの焼却に伴う埋立処分ごみの減容化（1/10

程度）によって、最終処分場の延命化及び新規最終処分場建設を最小限に抑えることが

可能となる。 

 

産業廃棄物のセメント代替原燃料化事業については、①天然資源の使用量削減、②最

終処分場の延命化、③循環型社会形成への寄与の 3つの効果があると考えられる。 

 

①天然資源の使用量削減 

セメントの原料は、石灰石、粘土、けい石、酸化鉄原料、石膏に分類され、セメント

1 トン(1,000kg)の製造に必要な原料は、おおよそ石灰石 1,100kg、粘土 200kg、その他

原料 100～200kg である。マレーシアのセメント生産量は年間約 2,000万トンであり、こ

れら全てを天然資源で製造した場合に必要な資源の使用量は、石灰石が 2,200 万トン、

粘土が 400万トン、その他原料が 200～400万トンである。本事業は、製造工程から発生

する多量、多品種の廃棄物・副産物、又、将来的には他の処理会社から排出される二次

廃棄物を ARM の原料として使用することで、天然資源の使用量削減に寄与することが可

能である。 

 

②最終処分場の延命化 

現在、埋立処分をされている廃棄物や副産物、二次廃棄物をセメント原燃料化するこ

とにより、本来必要とされる最終処分場の容積を減らすことに繋がり、最終処分場の延

命化に貢献することができる。実際、日本では、2012 年度にセメント産業が約 2,850万

t/年の廃棄物・副産物を受け入れ、最終処分場が 8年延命されたと試算されており、セ

メント産業での受入量増加により環境負荷低減面での貢献が大きいことが報告されてい

る。また最終処分場の延命化により、発生するメタンガスの排出量削減、ひいては温室

効果ガス排出量の削減につながると同時に、最終処分場周辺環境への負荷低減にも寄与

するものである。又、マレーシアには 150を超える最終処分場があると言われているが、

周辺の環境を汚染しない「衛生埋立処分場」は非常に少なく、周辺環境への影響が懸念

されている。又、閉鎖した処分場についても、不適切な跡地利用が行われた結果、河川

汚染などの深刻な環境問題が発生した事例も報告されているため、埋立でなくリサイク

ルを推進していくことでマレーシアの環境負荷が軽減される。 

 

③循環型社会形成への寄与 
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本事業を皮切りに中間処理を行う許可取得事業者が増加し、中間処理後の二次廃棄物

のリサイクルネットワークが拡大すればマレーシアの資源循環網が構築される。又、市

場での競争が発生することでより健全なリサイクル市場の確立につながり、ひいてはマ

レーシアにおける新しい循環型社会形成に寄与することに繋がる。 

 

3.3 JCM 事業化に向けた検討 

3.3.1 事業化計画（実施体制、資金支援スキーム、事業化スケジュー

ル等） 

 
（１）一般廃棄物焼却発電 

PPP（Public Private Partnership）による事業を想定し、SWCorp や現地企業等（マ

レーシア側）と、日系企業等（日本側）による SPC（特別目的会社）を設立し、電力会

社と売電契約を締結する事業スキームを想定している。 
 
（２）産業廃棄物リサイクル 
当初、実施体制については、ジョホールバル州のセメント会社との協業も検討したが、

現地にあるセメント会社はセメントを製造するためのキルンを有しておらず、廃棄物の

利活用が難しいため、イスカンダル地域で発生する廃棄物は、従来から進めていたセラ

ンゴール州で建設を予定している JV 会社で運営するリサイクル工場へ持ち込み、そこ

で再資源化加工を施した後、製造されたセメント代替原燃料をペラ州のセメント会社へ

運び、100％セメント代替原料として利活用する事業スキームを検討している。尚、本

事業における再資源化工場は 2016 年度に工場建設、許認可取得、2017 年度の稼働を目

指している。 
 

 

 図 3.3.1 (1) 事業実施体制パターン 
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3.3.2 事業化にあたっての課題 

 
今年度の調査では、排出事業者やセメントメーカーへの現状調査、指定廃棄物のサン

プリングを行い双方の再資源化のニーズを確認した結果、セメント原燃料化の事業性が

あることが確認された。尚、イスカンダル地域には、セメントキルンを有したセメント

工場が存在しないことが明らかになった為、セメント会社との協議はペラ州にあるセメ

ント会社数社と実施した。調査の過程で見つかった課題は下記の 2 点である。 
 
1．長距離輸送を実現するための運送会社との連携 

多数の日系企業も事業活動を行うパシルグダン工業地域からセランゴール州で検討し

ている再資源化工場までの距離は 400 ㎞以上あるため、廃棄物の収集運搬を実現するた

めにはこれらの陸送が可能な運送会社と連携することが必要不可欠である。一方、マレ

ーシアで廃棄物の収集運搬を行う運送会社は多数存在するものの、収集可能な対象エリ

アが限られている会社や、所有するトラックが 2、3 台しかない会社が多いため、今後

長距離輸送が可能でかつ、所有トラックを多く持つ運送会社を見つけ、連携体制を構築

することが重要である。 
 
2. 競合会社の台頭 
これまでマレー半島では KA 社が政府と指定廃棄物処理の独占契約を結び埋立・焼却

処分を行ってきた。二次廃棄物を含め、KA 社での処理が義務づけられているため指定

廃棄物の有効利用が限定的であったが、この契約が 2015 年に失効したこともあり、マ

レーシアにおけるリサイクル市場の活性化が促進している。実際にイスカンダル地域に

も指定廃棄物を受け入れ、100％ではないものの再資源化を行う企業が複数存在する。

一方で、不適正処理を行う処理会社の影響から、環境局が処理業のライセンスを発行、

承認をする難易度も高くなっているが、マレーシアにおける再資源化設備は指定廃棄物

の発生量に対して、依然少ない状況のため、この動きは今後さらに加速するものと思わ

れる。今後、事業活動を展開、継続していくためには、競合会社との競争は避けられな

いため、今後より詳細な調査を行い、差別化の検討を図っていくことが重要である。 
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3.3.3 今後のスケジュール 

 
（１）一般廃棄物焼却発電 
ジョホール州では、J-BIOTECH（Johor Biotechnology & Biodiversity Corporation

【ジョホール州の権限下にある組織として 2005 年に設立され、2006 年州政令に従って

2007 年に法人化。ジョホール州 100％出資で Chairman はジョホール州知事】）が 2016
年 2 月にジョホール州のごみ処理に関するコンセプトをジョホール州に対して提示予定

である。 
具体的には、デンマークの技術を用いて、生ごみはコンポスト化、プラスチックは油

化に回すなどのトータルリサイクルシステムの導入を検討中。2016 年 5～6 月から 3 ヶ

月程度の実証試験を行い（フェーズ 1）、実証試験が成功した場合、その後、フェーズ 2
として 18 か月間のモデル事業を実施、フェーズ 3 として本格発注を想定している。 

廃棄物発電は、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルできないものをサーマル

リサイクルする位置づけとなるが、トータルリサイクルシステムの実証試験結果のとり

まとめが終了した 2017 年から本格的な検討を行うこととなる。 
 
（２）産業廃棄物リサイクル 

2016 年度（平成 28 年度）： 
・詳細 F/S 精査 
・排出事業者調査、サンプリング 
・セメント会社との代替原燃料供給の条件詰め 
・運送会社との条件詰め 
・現地設備投資コスト精査 

             ・関連行政との合意形成、許認可取得 
・土木工事、工場建設 

2017 年度（平成 29 年度）： 
     ・事業開始 
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4.1 制度・施策の構築支援 

4.1.1 事業概要 

マレーシア・イスカンダル地域では、同地域の低炭素化を推進するため、平成 24

年に「マレーシア・イスカンダル開発地域における 2025 年に向けた低炭素社会ブル

ープリント 1」（ブループリント）が策定された。同計画の中に、ビル等施設の CO2排

出量をモニタリングする低炭素化施策（アクション LG-4）があり、イスカンダル地

域開発庁（IRDA）はその実施方策を模索していたことから、アクション LG-4 を具体

化する方向性と JCMとの連携可能性について調査・検討を行った。 

具体には、マレーシア国内外における既存の CO2排出量モニタリング及びグリーン

ビルディング制度の現状・課題等を、文献とヒアリングを基に調査し、JCMとの連携

に関する提言を含むレポートとして取りまとめて IRDAに提出した。 

今後の JCM と連携した展開可能性としては、IRDA が推進するビルの環境性能評価

や CO2モニタリングのスキームと連携して、イスカンダル地域における工場への適用

可能性を検討することや、ビルを対象とした JCM案件が見出された際に、それらの環

境性能評価や CO2モニタリングのテストを行うことが考えられる。 

 

4.1.2 事業の背景と目的 

マレーシア・イスカンダル地域の低炭素化を推進するため、平成 24 年にブループ

リントが策定・発表された。同計画は、温室効果ガスの排出が「2025 年まで（基準

年 2005 年）」現状のまま推移した場合（BaU: Business as Usual）に比べて 40％の

温室効果ガス削減目標を掲げており、そのための行動計画として、12 分野 280 以上

のプログラムについて具体的な低炭素化アクションを提示している。 

平成 27 年 7月 2日に行った IRDA との最初の個別協議では、ブループリントに掲載

されたアクションのうち、ビル等施設のCO2排出量のモニタリング（アクションLG-4）

について実施の見通しが立っておらず、方策を模索していることが分かった。ビルや

工場等施設からの CO2排出量は大きな割合を占めるが、これらの排出者に低炭素化を

促すためには、まずはそれぞれの CO2排出量（エネルギー使用量）を把握し、省エネ

行動を喚起する仕組をつくることが有効であり、アクション LG-4 はその構築基礎に

なり得ると考えられた。 

そのため、本調査では、アクション LG-4 に関連する既存の CO2排出量モニタリン

グや関連するグリーンビルディング制度等の現状・課題等を調査し、JCMとの連携可

能性について検討を行った。 

                                                   
1 Low Carbon Society Blueprint for Iskandar Malaysia 2025: http://www.nies.go.jp/media_kit/2014/4.3.pdf 
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4.1.3 調査方法・スケジュール 

本調査は、ブループリント中のアクション LG-4 に関連するマレーシア国内外にお

ける既存の CO2排出量モニタリング及びグリーンビルディング制度等の現状・課題等

を、文献とヒアリングを基に調査し、JCMとの連携に関する提言を含むレポートとし

て取りまとめて IRDA に提出した。また、これとは別に、本事業の廃棄物分野におけ

る現地情報収集と現地でのワークショップ開催等のために、現地コンサルタントに現

地の情報収集業務を再委託したため、便宜上本項に記載した。 

本調査における実施事項とスケジュールを図１に示した。それぞれの実施事項及び

結果の詳細については、「4.1.4 調査結果」を参照されたい。 

 

 

図１．ブループリントにおける LG-4 アクション（CO2 モニタリング）及びその JCM との連携可能性に

関する基礎調査の実施事項及びスケジュール 

 

4.1.4 調査結果 

（１）背景情報の整理 

ビル等の CO2モニタリングやグリーンビルディング制度の特徴、現状・課題等を把

握し、イスカンダル地域の実情に適した提案を行うため、①ブループリント関係、②

マレーシアの関連制度・プログラム、③日本の関連制度、④主要な海外のグリーンビ

ルディング制度、⑤IRDA が新たに検討を進めている関連プログラム、について情報

収集・整理を行った。 

整理・分析を行った結果は、一部コンセプトノート（参考資料 4-1、4-2）に反映

したほか、最終的に IRDAに提出レポート（参考資料 4-3）に整理して反映した。 

 

（２）コンセプトノートの作成 

コンセプトノート① 

年月

実施事項 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（１）背景情報の整理

（２）コンセプトノートの作成

（３）IRDAとの協議

（４）レポートの作成

（５）現地コンサルタントを活用した情報収集

2015 2016

8/25 11/12 12/14
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「（１）背景情報の整理」を基に、協議の土台となるコンセプトノート（WORDファ

イル A4、全 10頁、英文：参考資料 4-1）を作成して IRDA に事前送付し、それを基に

平成 27年 8月 25日に IRDAと協議を行った（「（３）関係者との協議」参照）。 

コンセプトノート①は、CO2 モニタリングを通してビル等の低炭素化を普及・拡大

することを目的に、イスカンダル地域用のシンプルな CO2 排出量計算ツール（CO2 エ

ミッション・カーキュレーター）の作成とテストの実施、CO2 排出量分布を基にした

ベンチマークの設定、取得ベンチマーク情報の地図上へのプロット、WEBサイト上で

の結果公開、表彰イベントの実施などの案を盛り込んだ。 

 

コンセプトノート② 

上記コンセプトノート①の具体化を図るため、IRDAと平成 27年 11月 12日（「（３）

関係者との協議」参照）に協議を行い、平成 27 年 8 月 25 日の協議結果と合わせて、

別のコンセプトノート（パワーポイント・ファイル、全 24頁、英文：参考資料 4-2）

を作成した。そして、それを基に再度IRDAと協議を平成27年12月14日に行った（「（３）

関係者との協議」参照）。 

コンセプトノート②は、文章形式で作成したコンセプトノート①の考え方を具体化

するにあたり検討が必要な各種事項を模式的にパワーポイント・スライドで示したも

ので、IRDA から具体的なニーズやフィードバックを引き出すことを目的に作った資

料である。 

 

（３）IRDA との協議 

１回目協議 

【日時】平成 27 年 8月 25日（火）15：00～16：30 

【場所】Doubletree by Hilton Johor Bahru 

【参加者】8名 

・ IRDA：Boyd Dionysius Joeman (Head, Environment)、Choo Hui Hong 

・ 北九州市関係者：北九州市（酒井 啓範）、NTT データ経営研究所（加島 健）、地

球環境戦略研究機関（日比野 浩平） 

・ オブザーバー：松岡 譲（京都大学教授）、藤原 健史（岡山大学教授）、藤野 純

一（国立環境研究所） 

【協議概要】 

・ コンセプトノート①（参考資料 4-1）を基に協議。 

・ IRDA はブループリントの CO2モニタリングの適切なツールを探しており、温室効
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果ガスプロトコル（GHGP）2とも連携した経緯がある。（IRDA） 

・ GHGP のツールを使った CO2 モニタリング・データベース「MyCarbon」3があるが、

対象は工業施設のみであるため、ビル等も含め幅広い CO2モニタリングができるよ

うにしたい。（IRDA） 

・ 建築環境総合性能評価システム（CASBEE4）の活用可能性も検討している。（IRDA） 

・ Green Accord Initiative Award（GAIA）という環境活動に対する表彰メカニズム

を現在 IRDA のイニシアティブで、構築中。（IRDA） 

・ 最大の課題は、モニタリングデータの入手（関係機関からの協力の取り付け）。実

現可能性が高い対象から徐々に対象を増やしていきたい。（IRDA） 

・ 持続可能エネルギー開発庁（SEDA）も CO2モニタリング・ツールの開発に興味を示

しているので、協働の可能性もありえる。（IRDA） 

・ 一方、マレーシア環境技術公社（Green Tech Malaysia）がエネルギー・環境技術・

水資源省（KeTTHA）及び各自治体（ローカルカウンシル）と協力して Low Carbon 

Cities Framework and Assessment System（LCCF）5を構築しており、その枠組と

も重複している。（IRDA） 

・ コンセプトノート（①）における各施設の CO2排出量サマリー表示の提案について

は、IRDAが抱いていたイメージと近い。（IRDA） 

・ 全体として利害やイメージが一致しているため、コンセプトの構築を一緒に進め

ることで合意。IRDA でコンセプトノートをレビューし、具体的な進め方等につい

て次回協議を行なうことに。 

 

２回目協議 

【日時】平成 27 年 11月 12日（木）11：00～12：00 

【場所】Skypeオンライン 

【参加者】2名 

・ IRDA：Boyd Dionysius Joeman (Head, Environment) 

・ 地球環境戦略研究機関：日比野 浩平 

【協議概要】 

・ コンセプトノート①（参考資料 4-1）の内容と進め方について協議。 

・ CO2モニタリングは中長期的に取組む必要があるため、来年度の事業予算獲得に向

けた具体的なイメージを今年度中に作っておくことが重要。（IRDA） 

                                                   
2 Greenhouse Gas Protocol: http://www.ghgprotocol.org/ 
3 MyCarbon: http://ecoideal.com.my/mycarbon/index.html 
4 Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (CASBEE)：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ 
5 Low Carbon City Framework and Assessment System (LCCF): 

http://esci-ksp.org/wp/wp-content/uploads/2012/04/Low-Carbon-Cities-Framework-and-Assessment-System.pdf 
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・ MyCarbonと LCCF の状況について説明。（IRDA） 

・ 現在、マレーシア工科大学（UTM）と一緒に CASBEEの実証調査を行っており、3～

4つのビルや工場を対象に試験的にデータ収集と解析を行っている。（IRDA） 

・ IRDA はグリーンビルディングを今後 5 年間程度進めていきたい意向。ビルの認証

システムによる評価を義務化したフォーマルなツールを考えている。（IRDA） 

・ CO2モニタリングの方向性として4つの選択肢（①LG-4アクションのみフォーカス、

②MyCarbon への貢献、③MyCarbon の改変による IRDA オリジナルツールの作成、

④統計データを用いた CO2インベントリの作成）を検討候補として提示。（IGES）

→IRDA はイスカンダル地域全体の低炭素化に取組む立場から特定の対象にフォー

カスを絞りにくいため、いずれの可能性も視野に入れながら検討していきたい。

（IRDA） 

・ 今年度 IGES が作成し IRDA に提出する成果物は、来年度の事業申請につながり得

るプロポーザル（案）の形で取りまとめることで合意。 

 

３回目協議 

【日時】平成 27 年 12月 14日（月）9：00～14：30 

【場所】IRDA本部 

【参加者】4名 

・ IRDA：Choo Hui Hong、Shahrinaz Binti Maamor、Muhammad Fahim Mohd Shaini 

・ 地球環境戦略研究機関：日比野 浩平 

【協議概要】 

・ コンセプトノート②（参考資料 4-2）を基に協議。 

・ マレーシアにおける既存のビルの CO2 モニタリング制度及びグリーンビルディン

グ・プログラムの現状と課題についてヒアリング。（IRDA） 

・ 他の機関が構築した既存のシステムでは、幅広い利活用に課題があるため、IRDA

は独自で普及性が高い新たなシステムを構築する必要がある。（IRDA） 

・ IRDAは、現在以下の 3つの関連プログラムの実施・受入れを検討中。（IRDA）： 

 Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories

（GPC）6 

 Building Energy Monitoring and Reporting System（EMRS）7 

                                                   
6 世界資源研究所（WRI）、世界大都市気候先導グループ（C40）、イクレイ（ICLEI）が共同で開発した「コミュニティレベルの

温室効果ガス排出量グローバルプロトコル」における GHG インベントリを作成するプログラム: 

http://www.ghgprotocol.org/city-accounting 
7 環境省事業（平成２７年度アジアの低炭素社会実現のためのアジア低炭素社会研究プロジェクト）で、アジア太平洋統合

評価モデル（AIM）チーム（京都大学、産総研、みずほ情報総研）が IRDA、UTM 等と連携し、主にイスカンダル地域の 5 つの

ローカルカウンシルのビルの CO2 モニタリングを行うプログラム 
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 建築環境総合性能評価システム（CASBEE） 

・ 今後の進め方については、コンセプトノートを IRDA が確認するとともに、IGES

で CO2カーキュレーターの試作品を作ることで合意。 

 

（４）レポートの作成 

【背景・概要】 

IRDA と行った 3 回目協議（平成 27 年 12 月 14 日）の結果から、当初想定していな

かった新たなプログラム（EMRS）とコンセプトノートの内容が重複していることが判

明した。IRDA と相談した結果、今年度の成果物としてコンセプトノート及び CO2カー

キュレーター（案）を提出することは断念し、その代わりに、マレーシアにおける CO2

モニタリングやグリーンビルディング施策の現状・課題を整理して JCMとの連携を含

めたイスカンダル地域における今後の発展可能性について検討したレポートを作成す

ることになった。 

IRDAに提出したレポート（WORD ファイル A4、全 12頁、英文：参考資料 4-3）の概

要は以下の通り。 

【現状・課題】 

マレーシアでは、様々な行政や民間機関がビルの環境性能評価または CO2モニタリ

ングを実施するためのプログラムを構築している。これらは機能に重複があり、お互

いの連携も限られているようである。また、入力フォーマットの項目が多くて分かり

にくい、CO2 排出量計算を各自でやらないといけない、利用料が高額などの課題があ

り、IRDA がイスカンダル地域でビル等の環境性能評価や CO2モニタリングを実施・普

及させる上で有効に活用できるものが存在していない。 

IRDA は、GPC、EMRS、CASBEE の導入を検討しており、これらは潜在的に IRDA のニ

ーズを満たせるものだが、連携した利用や限られた資源での効率的な運用などいくつ

か課題も見受けられる。 

【提言及び JCMとの連携可能性】 

これらの課題解決のため、次の事項を提言として盛り込んだ： ①既存プログラム

間での連携とデータの共有体制の構築、②IRDA のプログラム間での連携構築、③シ

ンプルで利用しやすいシステム、④利用者の立場に立った開発、⑤既存プログラムと

の比較及び教訓の反映。 

将来、イスカンダル地域においてビルの環境性能評価や CO2モニタリングが義務化

されると、ビルにおける JCM の案件形成の可能性が高まることが期待できる。また、

今後の展開可能性としては、EMRSや CASBEEと連携して、イスカンダル地域における

工場への適用可能性を検討することや、これらのツールを使ったビルにおける JCMの

モデルケース構築を行うことなどが考えられる。 
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（５）現地コンサルタントを活用した情報収集及び調整業務 

マレーシアにおける廃棄物関連情報を効率的に収集するとともに、現地関係者との

連絡調整、現地ワークショップの開催等を円滑に進めるため、廃棄物関連分野に精通

した現地コンサルタントに現地での情報収集及び調整業務を一部再委託した。情報収

集業務の結果は第 2章及び第 3章の調査に反映した。 

 

【委託先】 

SoluWaste Management Consultants located 

19, Jalan Damai Perdana 1/2B, Bandar Damai Perdana,  

56000 Kuala Lumpur, Malaysia 

担当者：Dr. Theng Lee Chong (Principal Consultant) 

【情報収集業務】 

マレーシア全体またはイスカンダル地域における廃棄物関連の情報（表１）につい

て調査・収集を依頼して、随時個別に提供を受けて本事業の共同提案者に共有し、廃

棄物分野の FS に反映された（一部情報は非公開情報等の理由から入手困難につき入

手を断念）。 

 

表１．現地コンサルタントに再委託した廃棄物関連情報の情報収集項目リスト 

１．一般廃棄物 

（１）基本情報 

・ ごみの量（家庭ごみ、事業系ごみ等） 

・ ごみの処分量（経過、家庭ごみ、事業系ごみ等） 

・ ごみ質分析の結果情報 

・ ごみ収集対象（カバーエリア） 

・ ごみ収集・運搬方法 

・ ごみ処理方法（埋立て、リサイクル、その他比率や量） 

（２）ごみ処理費用 

・ 政府予算（国、ジョホール州、パシグダン市）と配分 

・ ごみ収集費用、運搬費用、処理費用、ごみ処理費用合計 

・ 費用の徴収・捻出方法 

・ 埋立て費用（ティッピング・フィーの状況、ティッピング・フィーの決定メカニ

ズム等） 

・ 費用の決定機関及び決定方法 

・ 補助金等の有無 

（３）最終処分場 

・ 位置 

・ 受入れ状況（トン／年） 

・ キャパシティ（全体／残余年数／一杯になる見込み時期） 
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・ 運営機関（行政／民間）、管理責任（国／州／市） 

・ 課題 

（４） ごみ分別の状況 

・ ２＋１分別プログラムの状況・課題 

・ 関連文書 

・ 行政・民間企業等の役割 

（５）ごみ処理に係る許認可 

・ 管理機関（申請先） 

・ 申請方法・手続き 

・ 許認可取得済みのオペレーター・リスト 

（６）埋立地リハビリテーション 

・ 実施事例（位置、実施量、方法等） 

・ 補助金の有無 

（７）廃棄物発電（Waste to Energy） 

・ 建設許可の取得手順（州・市から） 

・ SEDAへの FIT申請手順 

・ ジョホール州での廃棄物発電建設計画 

・ クアラルンプールでの廃棄物発電入札状況 

（８）ごみ処理に関する将来計画等 

・ 目標及び計画（ごみ排出量／リサイクル率等） 

・ 分別収集計画、ごみ処理場建設計画 

・ 既存のごみ処理場改修計画 

（９）その他 

・ 固形廃棄物・公共清掃管理法（Act 672）施行後の地方自治体の役割 

・ 自治体間の一般廃棄物の運搬規制に関する法的根拠 

・ 焼却処分場の国際入札手順等 

２．指定廃棄物 

（１）現状 

・ 分別種類とそれぞれの受入れ量（実績） 

・ 回収方法及び回収後の処理方法 

・ 各州からの指定廃棄物発生量 

・ 各州において指定されている指定廃棄物管理会社及び関連情報 

・ 指定廃棄物の焼却施設における発電設備の有無とその容量 

（２）処理費用 

・ 収集、運搬、無毒化処理、埋立て等費用 

 

【調整業務】 

FSの実施及び現地ワークショップ開催のため、以下の調整業務を現地コンサルタント

に 依頼した。 

・ 現地関係者との連絡調整、協議、現場視察 

 エネルギー・環境技術・水資源省（KeTTHA）との協議（6/29、於：KeTTHA） 

 固形廃棄物・公共清掃管理公社（SW Corp）との協議（8/25、於：SW Corp ジョ
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ホール支部） 

 タンジュン・ランサット（Tanjung Langsat）最終処分場視察（8/24） 

 シーロン（Seelong）最終処分場視察（8/24） 

・ 現地でのワークショップ開催準備・当日対応 

 第 2回現地ワークショップ（報告会）（1/21、於：Grand Paragon Johor Bahru） 

【成果レポート】 

以上の情報収集業務及び調整業務の結果は、随時個別に提供を受けて本事業の共同

提案者に共有し、調査に反映させたとともに、最終的に成果レポートとして取りまと

められた（WORD ファイル、全 39頁、英文：参考資料 4-4）。 

 

4.1.5 制度化に向けた検討及び JCM との関連性 

（１）制度化の向けた可能性及び課題 

現在 IRDAが実施を検討しているビル等の CO2モニタリング制度（EMRS）、ビル等の

環境性能評価制度（CASBEE）、GHGインベントリ（GPC）は、それぞれ複数年間のプロ

ジェクト・ベースで進められることが予想され、その観点からは、制度化される可能

性は高いと考えられる。一方、それらが実用的な制度として普及・継続・定着してい

くためには、工夫と改善を積み重ねていく必用があると考えられる。また、それぞれ

のプログラムには共有できる部分があるため、それらをいかに連携させて少ないリソ

ースで効率的に運用していくかも課題である。 

 

（２）JCMとの関連性及び活用の可能性 

現在 IRDA が検討しているビル等の環境性能評価制度（CASBEE）とビル等の CO2モ

ニタリング制度（EMRS）は、行政関係のビル等を対象に開始し、徐々に対象を商用ビ

ル等にも拡大していくことが想定されている。また、任意参加から始めていずれ義務

化することも示唆されている。任意参加では参加するビルが限られるが、義務化され

ると対象が拡大されるため、優れた省エネ機器の導入ニーズが増え、JCMの案件発掘

につながりやすくなることが考えられる。 

今後の JCM と連携した展開可能性としては、IRDA が推進するビルの環境性能評価

や CO2モニタリングのスキームと連携して、イスカンダル地域における工場への適用

可能性を検討することや、ビルを対象とした JCM案件が見出された際は、それらの環

境性能評価や CO2モニタリングのテストを行うことが考えられる。 

IRDA はイスカンダル地域の低炭素化を主導する立場にあり、様々な低炭素化事業

に関与していることから、同地域における JCMの案件発掘及び推進において重要な役

割が期待される。例えば、ビルの環境性能評価や CO2 モニタリングのデータは IRDA

が収集・管理することになると思われるため、それらの分析によって、CO2 削減ポテ
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ンシャルが大きなビル等が特定され、JCMの候補案件として調査または申請に向けた

仲介役を IRDAに担ってもらうことが期待される。そのため、IRDA との JCMを通した

連携を継続し、案件発掘の可能性を広げておくことが重要だと考えられる。 

 

4.2 ワークショップの開催 

4.2.1 事業概要 

本事業では、関係者間で調査の進捗に関する情報及び理解を共有し、事業の円滑な運

用に資するため、事業に関わる関係者を集めて、国内（本邦担当自治体の所在地：北九

州市）及び現地（連携都市の所在地：イスカンダル地域）において、それぞれ、事業の

開始時及び事業終了時にワークショップを開催することとなっている。 

国内でのワークショップは、第 1回国内ワークショップ（キックオフ）を、関係者の

都合の調整がつかなかったため、第 1 回進捗報告会と兼ねて東京にて平成 27 年 5 月 13

日に開催した。第 2回国内ワークショップ（報告会）は、北九州市にて平成 27年 12月

16日に開催した。 

現地でのワークショップは、第 1回目（キックオフ）は、国家間の JCM署名の見通し

が立っておらず、関係者を一同に集めてワークショップを開催するまでには現地関係機

関との関係構築が成熟していなかったため、ワークショップ形式ではなく、現地の主要

な連携対象機関を訪問して個別に（一部合同で）協議を行なった。第 2回現地ワークシ

ョップ（報告会）は、ジョホールバル州において、関係者を一同に集めて協議を行なう

ワークショップ形式で平成 28年 1月 15日に開催した。現地での第 2回目ワークショッ

プ（報告会）では、活発な議論が行われ、JCMへの関心・期待が寄せられた。 

 

4.2.2 国内自治体の所在地で開催するワークショップ 

国内で開催するワークショップは、本邦担当自治体の所在地（於：北九州市）での開

催が、2 回程度、それぞれ現地ワークショップの前に想定されていたが、事業開始時の

第１回目の会合（キックオフ）は、関係者の都合の調整がつかなかったため、環境省と

相談し了承を得た上で、第 1回目の進捗報告会と兼ねて東京にて平成 27年 5月 13日に

開催した。事業の成果を共有する第 2 回目の会合（報告会）は北九州市にて平成 27 年

12月 16日に開催した。 

 

（１）第１回国内ワークショップ（キックオフ） 
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【日時】平成 27 年 5月 13 日（木）15：00～16：00 

【場所】第 2ローレルビル 7F 第 4会議室 

【参加者】9名 

・ 環境省（3名）：山我 哲平、植松 朋樹、小澤 修一 

・ 共同実施者（6名）：北九州市（石田 謙悟・園 順一・酒井 啓範）、NTTデータ経

営研究所（村岡 元司）、アミタ株式会社（山崎 晃生）、地球環境戦略研究機関（林 

志浩） 

【協議概要】 

全体事項 

・ パシグダン市（Pasir Gudang City）よりもジョホール州に権限が集中しているた

め、基本方針としてイスカンダル地域開発庁（IRDA）の低炭素社会ブループリン

トに沿った形で、適宜ジョホール州政府に説明し理解を求める方針でやっていき

たい。（北九州市） 

エネルギー分野（参考資料 4-5） 

・ 工場の省エネ・廃熱回収を想定して現地調査を行い、案件発掘を行っていく。 

・ 省エネ案件については、日系企業も調査対象にしてはどうか。（環境省） 

廃棄物分野（参考資料 4-6） 

・ 環境省の別事業で数年前からマレーシアで調査を進めており、順調に進めば平成

28年にセランゴール州でリサイクル工場を開設予定。 

・ 同様のリサイクル事業の実現可能性調査をイスカンダル地域でも実施する。 

制度設計支援（参考資料 4-7） 

・ 関連法制度の基礎調査については、適宜現地コンサルタントを活用して情報収集

を実施する。 

・ 北九州市と現地関連機関（中央政府及び州レベル）を訪問し、今後の調査及び事

業化に向けた関係を構築するとともに、制度設計に関するニーズを探る。 

 

（２）第２回国内ワークショップ（報告会） 

【日時】平成 27 年 12月 16日（水）15：20～15：50 

【場所】北九州市八幡生涯学習センター2F 集会室 5 

【参加者】12名 

・ 北九州市：石田 謙悟・酒井 啓範・松本 秀治 

・ NTTデータ経営研究所：村岡 元司・星子 智美・山川 まりあ 

・ アミタ株式会社：杉江 克彦・銘苅 洋・山崎 晃生 

・ 地球環境戦略研究機関：片岡 八束・林 志浩・日比野 浩平 
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【協議概要】 

エネルギー分野（参考資料 4-8） 

・ パシグダン市内の工業団地にある 3社（化学工場 B、石油化学工場 A、石油化学工

場 B）が JCM の資金補助スキームを利用した省エネ設備の導入を検討している。 

廃棄物分野（参考資料 4-9） 

・ 産業廃棄物のリサイクル事業では、パシグダン市の工業団地の廃棄物事業者を対

象にヒアリングと廃棄物のサンプリングを行った結果、毎月少なくとも毎月 300

～400 トンの廃棄物がセメント原燃料化の原料として対象となることが確認され

た。 

・ 廃棄物発電事業では、SW Corp及び IRDAと 3 回ほど打合せを行うとともに、既存

のデータ（平成 26年）及びシーロンの最終処分場のゴミ質分析を行った結果、プ

ラスチックゴミが多くカロリーが高いことが分かった。マレーシアにおける FIT

の点からみると事業実現性が期待できるため、エンジニアリング会社と検討を進

める。 

制度設計支援（参考資料 4-10） 

・ IRDA とイスカンダル地域のビル等を対象とした CO2 排出モニタリングの制度構築

を行う想定で調査と協議を進めてきた。今年度はコンセプトノートと CO2カーキュ

レーターを作ることになっているが、CO2モニタリングについて他のプロポーザル

が IRDA に来ているため、内容が重複するので対応が必要。 

その他 

・ マレーシアの調印可能性について協議。 

 

4.2.3 現地でのワークショップ 

現地でのワークショップは、第 1回目はワークショップ形式ではなく、現地の主要な

連携対象機関を訪問して個別に（一部合同で）協議を行なった。第 2回現地ワークショ

ップ（報告会）は、平成 28年 1月 21日にジョホールバル市において開催し、マレーシ

ア中央政府の関係行政機関、ジョホール州及びイスカンダル地域の自治体関係部署の職

員、IRDA、現地関係機関の参加を得て、調査結果発表と意見交換を行った。 

 

（１）第１回現地ワークショップ（キックオフ） 

マレーシアでは、国家間の JCM署名が本調査を開始した時点で見通しが立っていなか

ったことと、関係者を一同に集めて協議を行なうまでには現地関係機関との関係構築が

成熟していなかったため、ワークショップ形式ではなく、現地の関連機関（以下）を訪

問して個別に（一部合同で）都市間連携 FS及び今後の連携の可能性について協議を行な

った。 
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・ エネルギー・環境技術・水資源省（KeTTHA） 

・ ジョホール州経済計画局（UPEN） 

・ 天然資源環境省環境局（DOE）ジョホール支部 

・ マレーシア工科大学（UTM） 

・ イスカンダル地域開発庁（IRDA） 

 

① エネルギー・環境技術・水資源省（KeTTHA）との個別協議 

【日時】平成 27 年 6月 29 日（月）11：30～12：30 

【場所】エネルギー・環境技術・水資源省（KeTTHA） 

【参加者】8名 

・ KeTTHA（3名）：Rosma Wati binti Tahir (Principle Assistant Secretary)、Hazrey 

Tomyang (Principal Assistant Secretary (Regulatory), Green Technology 

Sector)、Law Yen Yang (Assistant Secretary, Sustainable Energy Division) 

・ 北九州市関係者（4 名）：北九州市（石田 謙悟・酒井 啓範）、地球環境戦略研究

機関（林 志浩・日比野 浩平） 

・ その他（1名）：Theng Lee Chong（外注先現地コンサルタント） 

【目的】 

エネルギー及び廃棄物関係の低炭素技術の設備建設及び導入にあたっては担当行

政機関から許認可を得る必要がある。どのような許認可をどこの行政機関が管轄し

ているかを的確に把握するとともに、今後調査が進展して事業が具体化した際に許

認可等について相談できるコネクションを得ておくため、エネルギー施策・管理の

中心的な行政機関である KeTTHA を訪問した。 

 

【協議概要】 

北九州市のイスカンダル地域との連携取組経緯及び都市間連携 FS について北九

州市側から説明。その後、以下について質疑が行われた。 

 

各種許認可と連絡窓口について 

・発電所建設や PV パネルの設置等であれば KeTTHAが管轄だが、コジェネであれば

各工場（企業）の任意なので特に制限はなく、中央政府の許認可はいらない。 

・コジェネ導入時のライセンスについては、エネルギー委員会（EC: Energy 

Commission）から許認可を得ないといけない（ECのコンタクトを入手）。 

・ FIT 制度は持続可能エネルギー開発庁（Sustainable Energy Development 
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Authority: SEDA）が管轄。グリーン技術融資スキーム（Green Technology Finance 

Scheme）はマレーシア環境技術公社（Malaysian Green Technology Corporation）

が管轄。 

・PVパネルの設置については SEDA と確認すべき（SEDAのコンタクトを入手）。 

イスカンダル地域における連携相手等について 

・イスカンダル地域のブループリントの実施は、IRDA とイスカンダル地域の各自

治体（ローカルカウンシル）に任されており、国から財政的支援をする仕組はな

い。 

・IRDA はイスカンダル地域内の 5 つのローカルカウンシルを管轄しており、各自

治体の優先課題等を把握しているため、最初に IRDA にアプローチするのが良い。

各プログラムの実施及びモニタリングについては、IRDA を通じてローカルカウ

ンシルと連携すればよい。 

・各自治体内での各種許認可及び事業実施については各ローカルカウンシルに権

限があるため、特に州レベルとの調整は不要だが、より広範囲に関連する取組に

ついてはジョホール州とも連絡調整することを薦める。 

・ジョホール州政府内には省エネやエネルギー関連事項を管轄する部署はない。 

・ローカルカウンシルは、特に中央政府の許可を得なくても各種ファンディング事

業に直接申請することができる。 

・工場を開設するなどの場合は特に中央政府に申請することなくローカルカウン

シルの権限で行える。 

再生可能エネルギーについて 

・5 つの再生可能エネルギー（PV、バイオマス、バイオガス、小規模水力、地熱）

がある中、政府としてはもっとバイオマスやバイオガスを推進したいと考えてい

るが、設備の導入が容易でないため、現状では導入が最も容易な PV の割合が高

くなっている（約 60%）。マレーシアにおける現時点での再生可能エネルギーの

発電量は全体で約 290MW。 

 

② ジョホール州経済計画局（UPEN）、天然資源環境省環境局（DOE）ジョホール支部、

イスカンダル地域開発庁（IRDA）、マレーシア工科大学（UTM）との合同協議 
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【日時】平成 27 年 7月 1日（水）9：30～11：00 

【場所】ジョホール州経済計画局（UPEN） 

【参加者】11名 

・ ジョホール州経済計画局（UPEN）（4名）：Hj. Mohammed Ridha (Deputy Director)、

Mohd Gadaffie Abd Aziz (Principal Assistant Director)、Gurpreet Singh 

Dhaliwal、Intan Farha Hanina Ahmad 

・ 天然資源環境省環境局（DOE）ジョホール支部）（1名）：Kamarudin Abdul Rahman 

(Johor Office) 

・ イスカンダル地域開発庁（IRDA）（2名）：Boyd Dionysius Joeman (Acting Head, 

Environment)、他 1名 

・ マレーシア工科大学（UTM）（1名）： Chau Loon Wai 

・ 北九州市関係者（3 名）：北九州市（石田 謙悟）、地球環境戦略研究機関（林 志

浩・日比野 浩平） 

【目的】 

都市間連携 FSの主な対象はパシグダン市が想定されていたが、エネルギーや廃棄

物関連の設備導入等にあたってはジョホール州政府の承認や連携が必要な場合があ

るため、今後の連携基盤を構築し、都市間連携 FSについて理解してもらうため、ジ

ョホール州経済計画局（UPEN）を訪問した。同協議は、その他関係機関として、天

然資源環境省環境局（DOE）ジョホール支部、イスカンダル地域開発庁（IRDA）、マ

レーシア工科大学（UTM）の参加も得て行った。 

 

【協議概要】 

ジョホール州、天然資源環境省環境局、マレーシア工科大学それぞれから取組紹

介のプレゼン及び口頭での説明があったのち、北九州市から、イスカンダル地域と

の連携取組経緯及び都市間連携 FSについて説明。それらを基に質疑が行われた。 

 

連携可能性について 

・ジョホール州としても北九州市の取組をサポートしたい。州レベルを関与するの

は正しいアプローチだ。（UPEN） 

・JCMはまだ国家間で正式に合意されていないため、FS段階までは問題ないが、具

体的な事業になると IRDAは政府の立場上関われなくなる。（IRDA） 

・工業団地の産業共生（Industrial symbiosis）について感心があり、パシグダン

市でそれが実現できれば、マレーシアで最初のモデルになると考えている（IRDA）。 

管轄・連絡窓口について 
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・パシグダン市の 2 つの工業団地はジョホール・コーポレーション（政府系企業）

の管轄下にある。（UPEN） 

・指定廃棄物については、地方自治体は一切関わっていないため、管理権限及び情

報はすべて DOEが有している。（DOE） 

・指定廃棄物からのセメント原燃料化施設の建設については、DOE本庁と相談する

ように。（DOE） 

・指定廃棄物に関する情報収集やヒアリングについては DOE ジョホール支部で対

応する（連絡先入手）。（DOE） 

 

③ イスカンダル地域開発庁（IRDA）との個別協議 

【日時】平成 27 年 7月 2日（木）10：00～12：00 

【場所】イスカンダル地域開発庁（IRDA） 

【参加者】8名 

・ IRDA（3名）：Boyd Dionysius Joeman (Acting Head, Environment, IRDA)、Faisal 

Ibrahim (Vice President, Planning and Compliance)、Muhammad Fadly Muhammad 

Nor 

・ JICA（1名）：岡部浩一 

・ 北九州市関係者（4 名）：北九州市（石田 謙悟・酒井 啓範）、地球環境戦略研究

機関（林 志浩・日比野 浩平） 

【目的】 

イスカンダル特別区の持続的な開発と低炭素化を推進する政府機関である IRDA

を訪問して都市間連携 FS について説明を行うとともに、今後の連携可能性につい

て協議を行った。 

【協議概要】 

会議では、IRDAから近年の取組事項についてプレゼンテーションがあった後、北

九州市から都市間連携 FS について説明を行った。その後、IRDA が公募中の廃棄物

処理施設の建設について説明があり、質疑が行われた。概要は以下の通り。 

 

背景・目的・役割 

・パシグダン市にある最終処分場はすでに満杯であり、また、「2＋1」分別収集も

始まるため、都市ゴミの処理施設の建設・運用が急務。 

・総合廃棄物管理に関するブループリント（Integrated Solid Waste Management 

Blueprint、平成 22年策定）を基に、パシグダン市における都市ゴミの処理施設

建設に関するプロポーザルを民間企業から受付けており、それに対して当該 FS

でも申請を検討するよう打診があった（提案依頼書等申請に必要な書類を入手）。 
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・当該事業における IRDA の役割はコーディネーションのみで、事業者の選定も含

め、最終的な判断・決定権を有しているのはジョホール州政府（Johor Economic 

Planning Unit: UPEN）。IRDA は、提案書の応募、申請に関する州との仲介、課

題が発生した際の中央政府との仲介などを行う。 

対象・条件 

・対象となる廃棄物は、一般家庭から回収する家庭ゴミ、最終処分場からの掘り起

こしゴミ、ホテル等事業者からの食品廃棄物、下水汚泥のスラッジなどの混合廃

棄物。 

・処理過程で出る副産物（水、ガス等）を販売または工場地帯で再利用し、それら

の収益を施設運転費用に当てることも含め、設置から運用まですべてを民間主導

の PFI形式で実施することを想定。 

・現在パシグダン市で排出されているこれらの家庭一般ゴミの量は300～400t/day

だが、焼却施設を建設するには効率からして規模が小さ過ぎるため、イスカンダ

ル地域の他の自治体からもゴミを搬入できるようにして約 600t/day まで上げる

想定。 

・想定している処理技術は、固形廃棄物の焼却、液体廃棄物の嫌気性消化処理（AD）

など。これら技術のコンビネーションまたは単体での提案を想定（提案者の任意

で提案してよい）。 

・ゴミの回収は、一般家庭と商業ゴミ（ホテル等事業所）をそれぞれ別の事業者が

回収し、汚泥スラッジと混合して回収業者が処理施設に搬入する想定。 

・ティッピング・フィーの回収料金等の収入想定は特にない。それらの値段も含め、

事業者が調査して提案するもの。現在の処分費用（RM 60/t）が一つの目安とな

る。 

・現在の最終処分場（40 エーカー）の用地をより有意義な商業的用途に用いて、

それらの収益費用も処理費用に回す想定で試算してよい。 

・プロポーザルの申請・受付に関するタイムフレームは特に設定されておらず、プ

ロポーザルが受理されてから評価に約 6ヶ月程度かかり、実際の設置・稼動は 2

～3年後を想定。 

その他質疑 

・ブループリントにあるプロジェクトの CO2排出量モニタリング方法について確認

したところ、モニタリング手法は確立できていないとのことだったので、これに

対してサポートを提案。（IGES） 
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エネルギー・環境技術・水資源省（KeTTHA）

との個別協議の様子（6/29）。 

ジョホール州経済計画局（UPEN）、天然資源

環境省環境局（DOE）ジョホール支部、イスカ

ンダル地域開発庁（IRDA）、マレーシア工科

大学（UTM）との合同協議の様子（7/1）。 

 

 

IRDA との個別協議の様子（7/2）。  

 

 

（２）第２回現地ワークショップ（報告会） 

【日時】平成 28 年 1月 21 日（木）9：20～12：00 

【場所】Grand Paragon Hotel Johor Bahru 

【参加者】38名 

・ イスカンダル地域開発庁（IRDA）（7名）：Boyd Dionysius Joeman 他 

・ マレーシア政府関係者（4名）：SW Corp（1名）、天然資源環境省環境局ジョホー

ル支部（DOE：1名）、住宅地方自治省都市・地方計画局ジョホール支部（JPBD：1

名）、農務省灌漑局ジョホール支部（JPS：1名） 

・ イスカンダル地方自治体関係者（9名）：、中ジョホールバル市（MPJBT：6名）、

パシグダン市（MPPG：1名）、クライ市（MPK：1名）、ポンティアン町（MDP：1 名） 

・ 日本側参加者（7名）：北九州市（石田 謙悟・酒井 啓範・松本 秀治）、NTTデー

タ経営研究所（村岡 元司・山川 まりあ）、アミタ株式会社（大和 英一）、地球
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環境戦略研究機関（日比野 浩平） 

・ その他現地参加者（11名）：マレーシア工科大学（5名）、現地企業（4名）、外注

コンサルタント（1名）、通訳（1名） 

【言語】英語／日本語 

【目的】 

イスカンダル地域において実施した都市間連携 FSの調査結果を関係者と共有し、

今後の展開可能性について協議するため、現地関係者を集めて現地報告ワークショ

ップを開催した。 

 

【議題】 

１．開会挨拶 

２．イスカンダル地域低炭素化ブループリントの取り組み（IRDA：Boyd Dionysius 

Joeman） 

３．工業団地における排熱回収、熱電併給及び省エネ事業（NTT データ経営研究

所：村岡 元司）（参考資料 4-11） 

４．一般廃棄物発電事業（NTTデータ経営研究所：村岡 元司）（参考資料 4-12） 

５．産業廃棄物リサイクル（アミタ株式会社：大和 英一）（参考資料 4-12） 

６．低炭素化補助スキーム（地球環境戦略研究機関：日比野 浩平） 

（参考資料 4-13） 

７．全体討議 

８．閉会挨拶 

 

【協議概要】 

調査結果に関する質問 

・マレーシアの工業団地の省エネ・レベルは他の近隣諸国のそれと比べてどうか？

→省エネ・レベルは工業団地の設立時期によるが、訪問した多くの工業団地は

20年以上経過しているものが多く、省エネ余地が高い。 

・ティッピング・フィーの見積が低すぎる気がする。導入設備は日本やドイツのも

のと同じか？→導入設備は日本・ドイツのものと同じ性能を想定。ティッピン

グ・フィーの算出は初歩的な計算であるため、より詳細な計算が必要。 

・焼却炉のコスト見積計算根拠は？→エンジニアリング会社による算出であるた

め詳細はここで回答できないが、排熱回収システムを算出に入れていない可能性

がある。 

JCM に関する質問 
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・誰がどの程度設備投資することになるのか？→設備補助での最大補助率は50%で

あり、残りは設備を導入した現地企業が負担する必用がある。 

・JCMに申請するクライテリアは何か？→特に申請資格に制限はないが、支払能力

やプロジェクトを確実に遂行できる能力の有無など確認事項が複数ある。 

・JCM を活用する利点は何か？→JCM の活用メリットは経済的な観点が大きく、設

備の初期投資額を低く抑えられるだけでなく、優れた省エネ機器を導入すること

によりランニングコストが下がるため投資回収期間が短くなる。 

・プロジェクトの期間は？→プロジェクトは 3年以内に設備導入を終えた後、設備

の耐用年数期間モニタリングをして結果を報告する義務がある。 

・政府間で JCM がサインされない場合の代替方法は何か？→他の資金補助スキー

ムを探すしかない。 

・資金支援は補助金あるいはローンのどちらか？また、プロジェクトのオペレーシ

ョンやメンテナンスにも適用されるのか？→補助金であり、設備導入に最大 50%

補助が出るだけである（オペレーションやメンテナンスには適用されない）。 

・設備は日本製でないといけないのか？→最新の優れた低炭素技術であれば、日本

製以外でも対象になる。 

・申請には国際コンソーシアムの構築は必ず必要なのか？→JCM設備補助事業では

国際コンソーシアムは必要だが、その他のスキームでは必要ない場合もある。 

その他 

・イスカンダル地域にとって JCMは長期的な観点から次のような利点がある：①技

術と知識の導入、②ビジネスの導入、③日馬両国の友好促進、④北九州市の経験

が学べる。そのため、各機関は本ワークショップの情報を組織に持ち帰って共

有・検討してほしい。（IRDA） 

 

  

第２回現地ワークショップ（報告会）で挨拶をする

IRDA の Boyd Dionysius Joeman 氏。 

第２回現地ワークショップ（報告会）の様子

（1/21）。 
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（３）ワークショップの協議を通じて得られた成果 

関係行政機関との協議を行なった第 1回現地ワークショップを通して、事業は FSの調

査段階から IRDA と情報共有を図りながら実施し、適宜ジョホール州または関連する市と

調整し、設備補助への申請を含め事業の具体化が見えてきた段階で関係省庁と調整すべ

きことが確認できた。また、各種事業で連絡・調整すべき関係省窓口についても把握が

できた。 

今後のイスカンダル地域における都市間連携体制については、当初北九州市は工業団

地が集中するパシグダン市との連携を想定して調整を進めていたが、事業がイスカンダ

ル地域の広範に及ぶ可能性があり、かつ市レベルではエネルギーや廃棄物管理に関する

権限が限られるため、イスカンダル地域全域を管轄する IRDAと連携するのが最も適切だ

と考えられた。 

また、第 2回現地ワークショップの開催を通して、現地関係者の JCMへの関心・期待

が高いことが伺えたため、早期に国家間での署名が進むことが期待される。 



 
 
 
 

参考資料：現地ワークショップ（報告会）資料 

 
 
① エネルギー分野「工業団地における排熱回収、熱電併給及び省エネ事業」（日・英） 
② 廃棄物分野「一般廃棄物発電事業／低炭素型産業廃棄物リサイクル」（日・英） 
③ 低炭素化プロジェクト資金支援スキーム（日・英） 
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